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東ト協

HPリニューアル
　このほど、ホームページを
リニューアルいたしました。
　より見やすく、より使い
やすいホームページとして、
皆様にご利用いただけます
よう、運営を進めてまいり
ますので、今後ともよろし
くお願い申し上げます。

☜�スマートフォンで
のアクセスは
こちら

※�２次元コードの
読み取りができ
ない機種もござ
います。

◆�

主
な
行
事
日
程�

◆�

訃 報

東
ト
協
・
全
ト
協
元
会
長

 

中
西
英
一
郎
氏
が
逝
去

　
東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会（
千
原
武
美
会
長
）は
２
月
27
日
、東
ト
総
合
会
館
で

平
成
29
年
度
第
４
回
常
任
理
事
会
を
開
催
し
、30
年
度
会
長
選
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
や
東
京
方
式
に
よ
る
支
部
公
認
化
第
２
ス
テ
ー
ジ
の
取
り
組
み
、未
来
型
グ

リ
ー
ン・エ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
Ｇ
Ｅ
Ｐ
）構
築
、「
ト
ラ
ッ
ク
フ
ェ
ス
タ
」開
催

な
ど
に
つ
い
て
審
議・
承
認
し
た
。
千
原
会
長
は
あ
い
さ
つ
で
、
来
年
度
の
最

重
点
事
業
と
し
て「
支
部
の
充
実
支
援
に
協
会
を
挙
げ
て
全
力
で
取
り
組
む
」

と
表
明
。
あ
わ
せ
て
、来
年
度
は「“
協
会
ト
ラ
イ
ア
ル
２
０
１
８
”を
旗
印
に
、

様
々
な
課
題
解
決
に
ト
ラ
イ
ア
ル
し
て
い
く
」と
述
べ
た
。

警察庁、駐車規制見直しを通達
自動車運送・働き方改革会議
29年度第２回運管試験問題
都「貨物輸送評価制度」セミナー
東ト協、環境委員会を開催
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6
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冒
頭
、
あ
い
さ
つ
に
立
っ

た
千
原
会
長
は「
就
任
以
来

『
10
の
施
策
』を
掲
げ
、全
力

で
協
会
の
立
て
直
し
を
進
め

て
き
た
が
、
そ
の
90
％
は
目

鼻
が
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
き

た
」と
成
果
を
総
括
。

　

そ
の
上
で
、
特
に
防
災
・

教
育
セ
ン
タ
ー
構
想
に
言

及
。東
ト
協
の
政
策
提
案「
首

都
直
下
地
震
に
お
け
る
緊
急

輸
送
支
援
シ
ス
テ
ム
の
再
構

築
」
構
想
に
関
し
、
東
京
都

の
小
池
百
合
子
都
知
事
か
ら

直
接
、
来
年
度
予
算
で
調
査

費
１
０
０
０
万
円
を
計
上

し
、本
格
的
に
検
討
す
る
旨

の
回
答
を
受
け
た
こ
と
を
報

告
し
、
そ
の
意
義
を
強
調
し

た
。

　
東
ト
協
で
は
29
年
度
予
算

で
、
同
構
想
の
実
現
に
向
け

て
物
流
施
設
建
設
基
金
を

１
億
１
０
０
０
万
円
積
み
増

す
計
画
だ
っ
た
が
、
こ
う
し

た
都
の
予
算
措
置
を
受
け
、

千
原
会
長
は
こ
れ
を
見
直
す

方
針
を
表
明
。

　
既
に
物
流
施
設
建
設
基
金

造
成
の
６
０
０
０
万
円
に
つ

い
て
は
、
支
部
の
充
実
支
援

に
充
当
。
残
る
基
金
造
成
予

定
の
５
０
０
０
万
円
は
、
Ｇ

Ｅ
Ｐ
の
拡
大
・
発
展
を
図
る

た
め
、
環
境
対
策
基
金
に
積

み
増
す
方
針
を
示
し
た
。

　

同
日
は
、
こ
う
し
た
方
針

に
基
づ
く
事
業
施
策
や
予
算

措
置
を
審
議
・
承
認
し
た
。

　
支
部
の
充
実
支
援
に
関
し

て
は
、
支
部
公
認
化
第
２
ス

テ
ー
ジ
の
取
り
組
み
と
し

て
、
災
害
時
に
円
滑
な
支
援

物
資
輸
送
を
遂
行
す
る
た

め
、
物
流
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

機
能
の
向
上
を
図
る
。
こ
の

た
め
来
年
度
予
算
で
４
０
０

０
万
円
計
上
す
る
。

　
具
体
的
に
は
、左
表
の
通
り
。

来
年
度
か
ら
２
年
間
、支
部
補

助
金
を
創
設
し
、
そ
の
た
め

の
体
制
整
備
な
ど
を
支
援
す

る（
各
年
度
／
２
５
０
０
万

円
、１
支
部
当
た
り
１
０
０
万

円
）。ま
た
本
部
に
担
当
課
長

を
設
置
し
、
都
と
の
連
絡
調

整
や
支
部
の
物
流
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
活
動
を
支
援
す
る

（
１
５
０
０
万
円
）。
緊
急
輸

送
支
援
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築

の
一
環
と
し
て
、
物
流
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
設
置
を
提
案

し
て
い
た
が
、そ
の
た
め
の
体

制
整
備
を
進
め
る
方
針
。

　
Ｇ
Ｅ
Ｐ
に
関
し
て
は
来
年

度
か
ら
、
今
後
も
持
続
可
能

な
未
来
型
Ｇ
Ｅ
Ｐ
構
築
に
向

け
て
、
参
加
費
用
の
一
部
を

参
加
者
負
担（
有
料
化
）と

す
る
方
針
。
こ
れ
ま
で
環
境

対
策
基
金
を
取
り
崩
し
、
事

業
費
に
充
当
し
て
き
た
が
、

来
年
度
に
は
同
基
金
が
枯
渇

す
る
見
通
し
の
た
め
だ
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
物
流
施
設
建
設
基
金
に

造
成
予
定
だ
っ
た
５
０
０
０

万
円
を
、
環
境
対
策
基
金
の

造
成
に
振
り
向
け
る
。
あ
わ

せ
て
、
参
加
費
の
一
部
負
担

分（
約
４
０
０
０
万
円
）に
つ

い
て
は
５
年
間
、
そ
の
全
額

を
環
境
対
策
基
金
に
積
み
増

し
造
成
す
る
方
針
だ
。

　
さ
ら
に
来
年
度
事
業
と
し

て
、
都
民
参
加
・
外
部
発
信

型
イ
ベ
ン
ト「
ト
ラ
ッ
ク
フ

ェ
ス
タ
」
開
催
に
つ
い
て
説

明
し
、審
議
・
承
認
し
た（
関

連
記
事
・
別
掲
）。

　
こ
れ
ら
事
業
施
策
に
関
し

て
は
、３
月
７
日
開
催
の
第

　

東
ト
協
は
２
月
28
日
、
東

ト
総
合
会
館
で
第
１
回「
フ

ェ
ス
タ
実
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」会
議
を
開
催
し
、「
ト
ラ

ッ
ク
フ
ェ
ス
タ
」
開
催
に
向

け
て
、
今
後
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ（
Ｗ
Ｇ
）を
中
心

と
し
て
具
体
的
な
開
催
準
備

を
進
め
る
方
針
だ
。

　

名
称
は「
ト
ラ
ッ
ク
フ
ェ

ス
タ 

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ 

２
０
１

８
～
親
子
で
体
験
！ 

安
全

と
環
境
」（
仮
称
）と
し
、
今

年
９
月
22
・
23
日（
土
・
日

曜
日
）、渋
谷
区
の「
代
々
木

公
園
」
野
外
ス
テ
ー
ジ
・
イ

ベ
ン
ト
広
場
で
開
催
す
る
。

　
東
ト
協
で
は
平
成
28
年
10

月
に
、
創
立
50
周
年
記
念
事

業
の
一
環
と
し
て
、
都
民
参

加
・
外
部
発
信
型
イ
ベ
ン
ト

を
実
施
し
た
が
、
そ
の
開
催

結
果
な
ど
を
検
証
し
た
上

で
、30
年
度
フ
ェ
ス
タ
を
開

催
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

実
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

江
森
東
副
会
長
を
リ
ー
ダ

ー
、
田
中
敏
之
副
会
長
を
サ

ブ
リ
ー
ダ
ー
と
し
、
各
支
部

か
ら
選
出
の
メ
ン
バ
ー
を
合

わ
せ
て
33
人
で
構
成
。
同
日

は
、開
催
概
要
や
Ｗ
Ｇ
設
置
、

て「
よ
り
良
い
も
の
を
作
り

上
げ
て
い
き
た
い
」
と
あ
い

さ
つ
。
Ｗ
Ｇ
リ
ー
ダ
ー
の
中

村
氏
は「
25
支
部
す
べ
て
が

参
加
す
る
こ
と
が
大
前
提
」

と
し
、協
力
を
呼
び
か
け
た
。

〈物流コーディネート機能の充実〉
        ※30年度から２年間

○支部補助金の創設
   各年度／予算2,500万円
   （１支部当たり100万円）
・ 支部の物流コーディネーターに   

よる区市町村や支部会員事業者
との連絡調整に関する体制整備
などの経費を補助

○本部に担当課長設置
　予算1,500万円
・ 都との連絡調整や支部が実施す

る物流コーディネート活動を支
援／支部事務局を支援

３
月 

15
日　

総
務
委
員
会

３
月 

19
日　

常
任
理
事
会

３
月 

29
日　

理
事
会

４
月　
　
　

 

会
長
候
補
者
推
薦
届
の
受
付

 

11
～
25
日

５
月 

30
日　

理
事
会（
会
長
候
補
者
決
定
）

６
月 

22
日  

30
年
度
通
常
総
会（
理
事
選
任
）

　
　
　
　
　

理
事
会（
会
長
選
定
）

　
同
日
は
こ
れ
ら
議
題
に
先

立
ち
、
任
期
満
了
に
伴
う
改

選
期
に
当
た
る
来
年
度
の
会

長
選
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ

い
て
審
議・承
認
。

　
３
月
29
日
の
理
事
会
で
会

長
候
補
者
の
選
出
日
程
を
決

定
し
た
上
で
、
４
月
11
日
か

ら
25
日
ま
で
会
長
候
補
者
推

薦
届
の
受
付
を
行
い
、５
月

30
日
の
理
事
会
で
会
長
候
補

者
を
決
定
。

　
６
月
22
日
に
開
催
す
る
来

年
度
通
常
総
会
で
次
期
理
事

を
選
任
し
、
総
会
後
の
新
任

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
な
ど
を
諮
り
、
了

承
し
た
。
Ｗ
Ｇ
は
、

前
回
の
フ
ェ
ス
タ
実

行
委
員
長
を
務
め
た

中
村
克
敏
氏（
運
輸

安
全
委
員
会
副
委
員

長
）を
リ
ー
ダ
ー
に

７
人
で
構
成
す
る
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ

ー
ダ
ー
の
江
森
副
会

長
は
、
協
会
を
挙
げ

て
の
イ
ベ
ン
ト
と
し

　

29
年
度 

第
６
回
理
事
会

　

日
時
＝
３
月
29
日
午
後

１
時
30
分
か
ら

　

会
場
＝
東
ト
総
合
会
館

７
階
大
会
議
室

【
主
な
議
題
】

　

▽
30
年
度
事
業
計
画
書
案

に
つ
い
て

　

▽
30
年
度
会
費
の
額
及
び

納
入
方
法
案
に
つ
い
て

　

▽
30
年
度
収
支
予
算
書
案

に
つ
い
て

　

30
年
度 

第
１
回
理
事
会

　

日
時
＝
５
月
30
日
午
後
１

時
30
分
か
ら

　

会
場
＝
Ｔ
Ｋ
Ｐ
市
ヶ
谷
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
・

ホ
ー
ル
５
Ａ（
新
宿
区
市
谷

八
幡
町
８ 

Ｔ
Ｋ
Ｐ
市
ヶ
谷

ビ
ル
）

　

※
同
日
の
理
事
会
は
、
通

常
の
開
催
会
場（
東
ト
総
合

会
館
）と
は
異
な
り
、
同
セ

ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
す

【
主
な
議
題
】

　

▽
30
年
度
通
常
総
会
提
出

議
案
に
つ
い
て

　

第
１
号
議
案
／
29
年
度

事
業
報
告
に
つ
い
て

　

第
２
号
議
案
／
29
年
度
収

支
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

　

第
３
号
議
案
／
公
益
目

的
支
出
計
画
実
施
報
告
書
の

承
認
に
つ
い
て

　

第
４
号
議
案
／
役
員
の
改

選
に
つ
い
て　

　

▽
30
・
31
年
度
会
長
候
補

者
の
選
出
に
つ
い
て

理
事
に
よ
る
理
事
会
で
会
長

を
選
定
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
関
東
運
輸
局

な
ど
関
係
行
政
連
名
に
よ

る
、
荷
主
企
業
に
対
す
る
適

正
な
運
送
取
引
推
進
な
ど
に

関
す
る
協
力
要
請
の
発
出
に

つ
い
て
報
告
。
ま
た
、
東
京

都
ト
ラ
ッ
ク
交
通
遺
児
等
助

成
財
団
の
普
通
賛
助
会
員
の

99
回
東
京
都

交
付
金
事
業

審
議
委
員
会

で
、
来
年
度

の
交
付
金
事

業
実
施
計
画

と
し
て
審
議

・
承
認
さ
れ

た
。

募
集
と
寄
付
に
つ
い
て
説
明

し
、協
力
を
呼
び
か
け
た
。

　

東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
・

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
元
会

長
の
中
西
英
一
郎
氏（
な
か

に
し
・
え
い
い
ち
ろ
う
＝
日

本
ロ
ジ
テ
ム
会
長
、
東
ト
協

顧
問
・
全
ト
協
名
誉
会
長
）

が
３
月
７
日
午
前
８
時
38

分
、逝
去
し
た
。
享
年
89
歳
。

卒
寿
を
前
に
永
眠
し
た
。

　

通
夜
・
告
別
式
は
、
故
人

の
遺
志
に
よ
り
、
近
親
者
の

み
で
行
い
、
後
日
、
お
別
れ

の
会
を
執
り
行
う
予
定（
詳

細
は
未
定
）。

　

中
西
氏
は
、
昭
和
61
年
か

ら
東
ト
協
副
会
長
、
平
成
９

年
か
ら
会
長
代
行
を
務
め
た

後
、14
年
に
第
４
代
会
長
に

就
任
し
、18
年
ま
で
会
長
を

務
め
た
。
そ
の
後
、
東
ト
協

名
誉
会
長
・
顧
問
を
歴
任
。

　

さ
ら
に
17
年
に
は
、
全
ト

協
・
高
橋
喬
郎
会
長
の
逝
去

に
伴
い
、
全
ト
協
の
第
11
代

会
長
に
就
任
し
、23
年
ま
で

会
長
を
務
め
た
。

　

東
ト
協
会
長
時
代
に
は
、

当
時
の
東
京
都
・
石
原
慎
太

郎
都
知
事
が
打
ち
出
し
た

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
規
制
へ
の
対

応
に
奔
走
。
同
規
制
開
始
の

15
年
に
は「
環
境
対
策
基
金
」

を
創
設
し
、
会
員
事
業
者
の

規
制
対
応
を
支
援
し
た
。

　

一
方
、
全
ト
協
会
長
時
代

に
は
、
当
時
の
民
主
党
政
権

が
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付

金
制
度
を
事
業
仕
分
け
の
対

象
と
し
た
際
、
自
ら
事
業
仕

分
け
に
臨
ん
で
説
明
し
、
そ

の
後
の
交
付
金
制
度
の
法
制

化
実
現
に
尽
力
。
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
の
振
興
・
発
展
に

大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。

　

23
年
に
旭
日
重
光
章
受
章
。

東ト協　常任理事会

支
部
の
充
実
支
援
に
６
千
万
円

災
害
時
対
応
で
補
助
金

未
来
型
Ｇ
Ｅ
Ｐ
構
築
へ

 「
環
境
対
策
基
金
」積
み
増
す

ト
ラ
ッ
ク
フ
ェ
ス
タ
開
催
へ

   
実
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
設
置

９
月
22
・
23
日

代
々
木
公
園
で

４・5

千 原 会 長
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　平成29年度第２回運行管理
者（貨物）試験が３月４日、全国
一斉に行われ、東京会場では２
か所合計で2,453人が受験し
た（試験問題は４・５面掲載、正答
は左表）。合格発表は４月３日
午前９時から、運行管理者試験
センターのホームページで。

　

警
察
庁
は
２
月
20
日
、
各

都
道
府
県
警
察
本
部
な
ど
に

対
し
、
交
通
局
長
通
達「
貨

物
集
配
中
の
車
両
に
係
る
駐

車
規
制
の
見
直
し
の
推
進
に

つ
い
て
」
を
発
出
し
、
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
者
団
体
な

ど
が
要
望
す
る
場
所
を
中
心

に
、
早
期
に
規
制
見
直
し
に

向
け
て
取
り
組
む
よ
う
求
め

た
。

　

駐
車
規
制
の
見
直
し
は
、

「
自
動
車
運
送
事
業
の
働
き

方
改
革
に
関
す
る
関
係
省
庁

連
絡
会
議
」
が
、
昨
年
８
月

に
取
り
ま
と
め
た「
直
ち
に

取
り
組
む
施
策
」
に
盛
り
込

ま
れ
て
い
た
も
の
。

　

こ
れ
を
受
け
、
各
地
域
に

お
け
る
駐
車
需
要
の
実
態
を

的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
道

路
環
境
や
交
通
実
態
の
変
化

な
ど
に
加
え
て
、
貨
物
自
動

車
運
転
者
の
労
働
条
件
の
改

善
が
過
労
運
転
の
防
止
な
ど

に
つ
な
が
り
、
交
通
安
全
の

確
保
に
資
す
る
こ
と
も
踏
ま

え
、「
駐
車
規
制
が
交
通
の

安
全
と
円
滑
を
確
保
す
る
上

で
必
要
最
小
限
の
も
の
と
な

る
よ
う
、
積
極
的
か
つ
き
め

細
や
か
な
検
討
及
び
取
組
を

行
う
こ
と
」を
通
達
し
た
。

　

通
達
で
は
見
直
し
の
実
施

要
領
と
し
て
、
運
送
事
業
者

団
体
な
ど
に
よ
る
要
望
場
所

を
中
心
に
、
特
に
重
点
的
に

見
直
し
を
検
討
す
る
場
所
を

示
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、次
の
通
り
。 　

（
１
）
貨
物
の
集
配
に
相

当
な
時
間
を
要
す
る
集
合
住

宅
、
中
高
層
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル

な
ど
の
建
物（
敷
地
内
ま
た

は
建
物
内
に
貨
物
集
配
中
の

車
両
の
た
め
の
駐
車
場
所
が

存
在
す
る
も
の
を
除
く
）の

付
近
や
、
中
低
層
の
小
規
模

ビ
ル
な
ど
が
密
集
す
る
市
街

地
な
ど
の
貨
物
集
配
中
の
車

両
に
係
る
高
い
路
上
駐
車
需

要
が
認
め
ら
れ
る
場
所

　
（
２
）次
の
よ
う
な
、駐
車

規
制
の
見
直
し
が
交
通
の
安

全
と
円
滑
に
与
え
る
影
響
が

小
さ
い
場
所
＝
①
車
線
数
に

比
し
て
交
通
量
が
多
く
な
い

区
間
、
②
自
転
車
・
歩
行
者

の
安
全
な
通
行
が
阻
害
さ
れ

な
い
区
間
、③
道
路
幅
員
ま

た
は
車
線
幅
員
が
広
い
区

間
、④
一
方
通
行
規
制
を
実

施
す
れ
ば
広
い
幅
員
が
確
保

で
き
る
区
間

　
通
達
で
は
見
直
し
手
法
に

　
国
土
交
通
省
と
厚
生
労
働

省
は
２
月
22
日
、第
８
回「
ト

ラ
ッ
ク
輸
送
に
お
け
る
取
引

環
境
・
労
働
時
間
改
善
中
央

協
議
会
」・
第
７
回「
ト
ラ

ッ
ク
運
送
業
の
生
産
性
向
上

協
議
会
」
合
同
会
議
を
開
催

し
、
平
成
28
年
度
の
パ
イ
ロ

ッ
ト
事
業
に
基
づ
く「
プ
レ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
素
案
）を

示
し
た
。
30
年
度
は
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
を
対
象
に
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定

す
る
方
針
だ
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
素
案
は
、パ

イ
ロ
ッ
ト
事
業
に
よ
る
取
り

　
①
予
約
受
付
シ

ス
テ
ム
の
導
入
に

よ
る
荷
待
ち
時
間

の
削
減
、
②
パ
レ

ッ
ト
の
活
用
な
ど

に
よ
る
荷
役
時
間

の
削
減
、
③
発
荷

主
か
ら
の
入
出
荷

情
報
な
ど
の
事
前

提
供
に
よ
る
拘
束

時
間
の
削
減
、
④

幹
線
輸
送
部
分
と

集
荷
配
送
部
分
の

分
離
、
集
荷
先
や

配
送
先
の
集
約
な
ど
に
よ
る

拘
束
時
間
の
削
減
、
⑤
出
荷

に
合
わ
せ
た
生
産
・
荷
造
り

な
ど
に
よ
る
拘
束
時
間
の
削

減
、
⑥
荷
主
側
の
施
設
面
の

改
善
に
よ
る
拘
束
時
間
の
削

減
、
⑦
十
分
な
リ
ー
ド
タ
イ

ム
確
保
に
よ
る
安
定
し
た
輸

送
の
確
保
、
⑧
高
速
道
路
の

利
用
に
よ
る
拘
束
時
間
の
削

減
、⑨
そ
の
他（
混
雑
時
を
避

け
た
配
送
に
よ
る
荷
待
ち
時

間
の
削
減
や
、
発
注
量
の
平

準
化
に
よ
る
拘
束
時
間
の
削

減
な
ど
）

　

来
年
度
は
、28
・
29
年
度

に
実
施
し
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
事

業
に
続
き
、
そ
の
取
り
組
み

を
さ
ら
に
改
善
・
深
掘
り
す

る
た
め
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
事
業
を
行
う
。
原
則
と
し

て
各
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
２
地

域
を
選
定
し
て
行
う
予
定
。

　
こ
う
し
た
コ
ン
サ
ル
に
よ

る
取
り
組
み
成
果
な
ど
を
踏

ま
え
、
最
終
版
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
策
定
す
る
方
針
だ
。

　
同
日
の
合
同
会
議
で
は
こ

の
ほ
か
、29
年
度
パ
イ
ロ
ッ

ト
事
業
の
中
間
報
告
を
行
う

　

合
同
会
議
で
は
、
標
準
貨

物
自
動
車
運
送
約
款
の
改
正

に
伴
う
運
賃
・
料
金
の
変
更

届
出
状
況（
２
月
16
日
時
点
）

に
つ
い
て
報
告
。

　
全
国
の
変
更
届
出
件
数
は

２
万
１
３
４
４
件
で
、
事
業

者
全
体
の
37
・
４
％
。
運
輸

局
別
に
み
る
と
、
関
東
の
届

出
件
数
は
６
４
４
６
件
で
、

そ
の
届
出
割
合
は
35
・
７
％

だ
っ
た
。

　

東
京
運
輸
支
局
管
内
で
は

届
出
件
数
が
２
０
６
８
件
、

認
可
件
数（
標
準
約
款
以
外

を
使
用
）が
１
４
４
件
の
合

計
２
２
１
２
件
で
、
手
続
き

割
合
は
約
40
％（
２
月
末
時

点
）と
な
っ
て
い
る
。
同
支

局
で
は
早
め
に
手
続
き
を
行

う
よ
う
促
し
て
い
る
。

　

国
土
交
通
省
は
２
月
23

日
、
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

な
ど
に
対
し
、
自
動
車
局
長

名
で「
自
動
車
運
送
事
業
者

に
お
け
る
脳
血
管
疾
患
対
策

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
～
脳
健
診
の

必
要
性
と
活
用
～
」
に
つ
い

て
通
達
し
た
。

　

運
転
者
の
健
康
状
態
に
起

因
す
る
交
通
事
故
の
う
ち
、

脳
血
管
疾
患
に
よ
る
も
の
が

最
も
多
い
。こ
う
し
た
中
で
、

平
成
28
年
に
貨
物
自
動
車
運

送
事
業
法
な
ど
が
改
正
さ

れ
、
事
業
者
に
対
し
、
運
転

者
が
疾
病
に
よ
り
安
全
に
運

転
で
き
な
い
状
態
で
運
転
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
措
置
が

義
務
付
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
た
め「
健
康
起
因
事

故
対
策
協
議
会
」
を
設
置
し

て
、「
脳
血
管
疾
患
対
策
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」（
指
針
）を
策
定
。

こ
の
指
針
を
活
用
し
、
自
主

的
な
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査

の
導
入
促
進
を
図
り
、
事
故

防
止
に
取
り
組
む
よ
う
通
達

し
た
も
の
。

　

指
針
で
は
、
脳
血
管
疾
患

の
原
因
と
予
防
法
、
早
期
発

見
・
対
処
に
役
立
つ
脳
健
診

の
活
用
を
図
る
上
で
、
事
業

者
が
知
っ
て
お
く
べ
き
内
容

や
取
り
組
む
際
の
手
順
な
ど

に
つ
い
て
、
受
診
前
の
準
備

段
階
か
ら
受
診
後
の
対
応
ま

で
一
連
の
流
れ
を
具
体
的
に

提
示
。健
診
結
果
を
踏
ま
え
、

専
門
医
に
よ
る
精
密
検
査
お

よ
び
治
療
、
発
症
者
へ
の
対

応（
勤
務
形
態
の
変
更
な
ど
）

に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。　

つ
い
て
も
提
示
。
一
律
の
駐

車
規
制
の
解
除
ま
た
は
緩
和

に
よ
り
、
交
通
の
安
全
な
ど

に
支
障
が
生
じ
る
と
考
え
ら

れ
る
場
合
で
も
、「
貨
物
集

配
中
の
車
両
」
に
限
定
す
る

こ
と
や
、
貨
物
の
集
配
が
通

常
行
わ
れ
る
一
定
の
時
間
帯

に
限
定
す
る
こ
と
で
、
見
直

し
の
余
地
を
十
分
に
検
討
す

る
よ
う
通
達
し
た
。

　
ま
た
規
制
見
直
し
に
際
し

て
の
留
意
事
項
と
し
て
、
地

域
住
民
へ
の
十
分
な
説
明
と

理
解
を
得
る
よ
う
最
大
限
に

努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公

共
団
体
な
ど
に
対
し
、
駐
車

施
設
の
整
備
な
ど
を
働
き
か

け
る
よ
う
求
め
た
。

　

さ
ら
に
、
規
制
見
直
し
は

可
能
な
限
り
早
期
に
行
う
こ

と
と
し
、
平
成
32
年
度
末
ま

で
に
見
直
し
を
完
了
す
る
よ

う
、
計
画
的
か
つ
集
中
的
に

実
施
す
る
こ
と
を
通
達
し
た
。

開
を
図
る
た
め
、作
成
し
た
も

の
。
具
体
的
に
は
、次
の
９
項

目
に
整
理
し
提
示
し
た
。

と
と
も
に
、
荷
待
ち
時
間
調

査
の
結
果
や
働
き
方
改
革
関

連
法
案
な
ど
に
つ
い
て
報
告

し
た
。

組
み
の
ポ

イ
ン
ト
や

成
果
な
ど

を
迅
速
に

普
及
・
展

国 交 省

脳
血
管
疾
患
対
策
で
指
針

事
故
防
止
へ
健
診
を
促
進

29年度 第２回  運管試験正答

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6

1 , 3 3 2 , 3 A:5,B:1
C:6 2 , 3 2

問 7 問 8 問 9 問10 問 11 問12

3 1 , 3 3 2 , 3 A:1,B:2
C:1 3

問13 問14 問15 問16 問17 問18

1 2 , 3 A:2,B:1
C:1,D:2 2 , 4 3 1

問19 問20 問21 問22 問23 問24

3 A:1,B:8
C:5,D:3 1 , 3 1 , 3 3 適   4

不適1,2,3 
問25 問26 問27 問28 問29 問30

 適   3,4
 不適 1,2

  適 1,2,4
 不適 3

A:4,B:1
C:6,D:2

   適  2,3
 不適 1,4 

 2 A:1,B:1
C:1

３月４日実施

警
察
庁

駐車規制見直しを通達
要 望 場 所 中 心 に 検 討 へ
集配貨物車限定で緩和手法示す

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
素
案
作
成

   

30
年
度
に
コ
ン
サ
ル
実
施

国
交
省
と
厚
労
省

運
賃
・
料
金
の
届
出

全
国
平
均
で
37
％

早
め
に
手
続
き
を

貨 物 

トラック輸送取引・労働時間改善協議会
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料金支払だけから、運転支援へ

予約受付中！

　
２
０
２
０
年
の
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
は
７
月
24
日

～
８
月
９
日
、
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
は
８
月
25
日
～
９

月
６
日
ま
で
開
催
さ
れ
、

計
55
の
競
技
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。

　

大
会
期
間
中
、
競
技
に

参
加
す
る
選
手・役
員
な
ど

の
大
会
関
係
者
の
ほ
か
、

多
く
の
観
客
や
観
光
客
が

国
内
外
か
ら
訪
れ
る
。
競

技
観
戦
者
だ
け
で
１
日
に

最
大
で
１
０
０
万
人
の
移

動
が
見
込
ま
れ
る
。
と
り

わ
け
競
技
会
場
の
多
い
臨

海
部
で
は
、
対
策
を
講
じ

な
い
と
周
辺
道
路
の
大
混

雑
が
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
の
た
め
東
京
都
は
、

経
済
活
動
・
都
市
活
動
へ

日
本
の
物
流
事
情
を
考
慮

し
て
、
独
自
の
Ｔ
Ｄ
Ｍ
を

構
築
す
る
。
物
流
業
界
な

ど
に
交
通
量
抑
制
の
工
夫

を
提
案
し
、
協
力
を
呼
び

か
け
る
方
針
。

　
東
京
商
工
会
議
所
が
会

員
企
業
を
対
象
に
ア
ン
ケ

ー
ト
を
実
施
し
、
協
力
呼

び
か
け
へ
の
対
応
の
可
否

を
尋
ね
た
の
に
対
し
、
物

流
企
業
で
は
他
の
業
種
と

比
べ「
対
応
不
可
」
と
す

る
回
答
が
最
も
多
か
っ

た
。
そ
の
理
由
と
し
て
多

く
の
企
業
が「
荷
主
の
意

向
」を
挙
げ
た
と
い
う
。

　

都
は
こ
れ
を
踏
ま
え

て
、
荷
主
サ
イ
ド
へ
の
働

き
か
け
に
、
特
に
力
を
入

れ
て
い
く
構
え
だ
。

（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　

   

巴 

未
希 

）

の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え

な
が
ら
、
大
会
関
係
者
や

観
客
な
ど
を
安
全
・
円
滑

・
迅
速
に
輸
送
す
る
た
め

の
方
策
を
検
討
。
国
や
自

治
体
、
警
察
な
ど
で
構
成

す
る「
輸
送
連
絡
調
整
会

議
」で
の
議
論
に
基
づ
き
、

昨
年
６
月
に「
輸
送
運
営

計
画
Ｖ
１（
バ
ー
ジ
ョ
ン

１
）」を
策
定
し
た
。

　
競
技
会
場
は
既
に
ほ
ぼ

決
定
し
て
い
る
も
の
の
、

競
技
時
間
な
ど
の
詳
細
な

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
未
定
で
、

練
習
会
場
も
ま
だ
決
ま
っ

て
い
な
い
。
こ
の
た
め
Ｖ

１
で
は
、
輸
送
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
考
え
方
や
検

討
の
方
向
性
を
示
す
に
と

ど
め
、
具
体
的
な
計
画
案

首
都
高
は
１
日
５
万
台
増

　
競
技
関
係
者
の
競
技
会

場
へ
の
移
動
に
は
乗
用
車

か
バ
ス
を
使
い
、
主
に
高

速
道
路
を
利
用
す
る
。
過

去
の
大
会
で
は
高
速
道
路

に
専
用
レ
ー
ン
を
設
け
て

輸
送
し
た
ケ
ー
ス
も
あ

る
が
、
東
京
大
会
で
は
首

都
高
速
に
全
面
的
に
専
用

レ
ー
ン
を
設
け
た
場
合
に

は
、
か
え
っ
て
交
通
混
乱

を
招
く
、
と
い
う
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
が
あ
る
。

　

こ
の
た
め
都
で
は
、
事

前
に
輸
送
ル
ー
ト
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
全
面
規

制
で
は
な
く
、
一
部
の
区

間
で
専
用
レ
ー
ン
ま
た
は

優
先
レ
ー
ン
を
設
け
る
方

法
な
ど
を
検
討
し
て
い
く

方
針
。

　
首
都
高
速
の
平
日
の
車

両
通
行
台
数
は
お
よ
そ
１

０
０
万
台
。こ
れ
に
対
し
、

大
会
関
係
車
両
は
１
日
に

５
万
台
と
推
定
さ
れ
る
。

首
都
高
速
で
は
５
％
の
増

減
で
車
の
流
れ
が
大
き
く

変
わ
る
と
い
わ
れ
て
お

り
、５
万
台
の
増
加
分
を

い
か
に
吸
収
す
る
か
が
課

題
と
な
る
。

　
都
は
交
通
渋
滞
の
緩
和

に
向
け
、
ロ
ン
ド
ン
大
会

に
倣
っ
て「
交
通
需
要
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト（
Ｔ
Ｄ
Ｍ
）」

を
導
入
す
る
。

　

ロ
ン
ド
ン
大
会
で
は

「
リ
デ
ュ
ー
ス（
交
通
量
を

減
ら
す
）」「
リ
タ
イ
ム（
時

間
変
更
）」「
リ
ル
ー
ト（
ル

ー
ト
変
更
）」「
リ
モ
ー
ド

（
輸
送
手
段
変
更
）」
を
掲

げ
て
Ｔ
Ｄ
Ｍ
に
取
り
組

み
、成
果
を
上
げ
た
。

　

都
は
こ
れ
を
参
考
に
、

　東京都は、2020（平成32）年の東京オ
リンピック・パラリンピック開催に向
け、交通混雑を回避して大会関係者の輸
送を円滑に行うための検討を進めてい
る。大会期間中、５％の増加が見込まれ
る首都高速道路の交通量を抑制するた
め、物流業界にも配送時間の変更などを
提案し、その実現に向け荷主へ協力を呼
びかけていく方針だ。

を
盛
り
込
ん
だ「
輸
送
運

営
計
画
Ｖ
２
」
を
、
２
０

１
８（
平
成
30
）年
度
末

ま
で
に
作
成
す
る
予
定
だ
。

　
求
荷
求
車
情
報
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
Ｗ
ｅ
ｂ
Ｋ
Ｉ
Ｔ
の

成
約
運
賃
指
数
に
よ
る

と
、
２
月
の
指
数
は
１
２

２
で
前
月
比
３
㌽
、
前
年

同
月
比
８
㌽
上
昇
し
た
。

２
月
と
し
て
は
調
査
開
始

以
来
、最
も
高
い
指
数
で
、

引
き
続
き
高
い
水
準
で
推

移
し
て
い
る
。

　

荷
物
情
報（
求
車
）
登

録
件
数
は
13
万
６
２
４
８

件
で
、
前
年
同
月
比
46
・

６
％
増
加
し
、
車
両
情
報

（
求
荷
）を
大
幅
に
上
回

っ
て
推
移
。
運
転
者
不
足

な
ど
で
輸
送
需
給
が
タ
イ

ト
な
状
況
に
あ
り
、
成
約

率
は
14
・
３
％
で
同
４
・

２
㌽
低
下
し
た
。

　

政
府
は
２
月
20
日
、
首
相

官
邸
で
第
３
回「
自
動
車
運

送
事
業
の
働
き
方
改
革
に
関

す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」

を
開
催
し
、今
年
４
月
以
降
、

時
間
外
労
働
の
罰
則
付
き
上

限
規
制
導
入
ま
で
の
間
を
対

象
と
す
る
、
行
動
計
画
を
策

定
す
る
方
針
を
決
め
た
。

　

今
春
を
目
途
に「
自
動
車

運
送
事
業
の
働
き
方
改
革
に

関
す
る
行
動
計
画
」（
仮
称
）

を
策
定
・
公
表
す
る
。

　
行
動
計
画
の
基
本
的
な
考

え
方
と
し
て
は
、
昨
年
８
月

に
同
会
議
が
取
り
ま
と
め

た「
直
ち
に
取
り
組
む
施
策
」

に
つ
い
て
、さ
ら
に
具
体
化・

深
掘
り
・
前
倒
し
を
図
る
と

と
も
に
、
関
係
省
庁
が
連
携

し
て
新
た
な
施
策
を
形
成
す

る
。
ま
た
、
毎
年
度
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
い
、

計
画
を
見
直
す
方
針
。

　

策
定
に
当
た
っ
て
の

重
点
検
討
項
目
は
、
①

発
・
着
荷
主
や
元
請
物

流
事
業
者
な
ど
の
協
力

確
保
、
②
長
時
間
労
働

の
是
正
の
た
め
の
輸
送

分
野
別
の
取
り
組
み
の

強
化
。

　

具
体
的
に
は
、
長
時
間
労

働
の
是
正
の
た
め
に
は
取
引

条
件
の
見
直
し
・
改
善
な
ど
、

荷
主
・
元
請
事
業
者
の
協
力

が
不
可
欠
な
こ
と
か
ら
、
ト

ラ
ッ
ク
運
転
者
の
労
働
条
件

改
善
に
協
力
す
る「
ホ
ワ
イ

ト
荷
主
」
を
増
や
す
た
め
の

方
策
を
検
討
す
る
。

　

ま
た
、
荷
待
ち
時
間
が
長

い
輸
送
品
目
な
ど
を
把
握

し
、
輸
送
分
野
別
に
長
時
間

労
働
を
是
正
す
る
た
め
の
方

策
な
ど
を
検
討
し
、
取
り
組

み
を
強
化
す
る
。

　
昨
年
７
月
に
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
を
通
じ
て
実
施
し

た
、
荷
待
ち
時
間
の
サ
ン
プ

ル
調
査
結
果（
速
報
値
）に

よ
る
と
、
多
い
順
に
荷
待
ち

時
間
30
分
～
１
時
間
が
44

％
、
１
時
間
～
１
時
間
30
分

が
17
％
、
１
時
間
30
分
～
２

時
間
と
２
～
３
時
間
が
各
14

％
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
輸
送
品
目
別
の
荷

待
ち
時
間（
30
分
以
上
）の

発
生
件
数
は
、
多
い
順
に
加

工
食
品
、
建
築
・
建
設
用
金

属
製
品
、紙・パ
ル
プ
、飲
料・

酒
、生
鮮
食
品
な
ど
だ
っ
た
。

　
国
土
交
通
省
自
動
車
局
は

２
月
19
日
、
第
６
回「
ト
ラ

ッ
ク
運
送
業
の
適
正
運
賃
・

料
金
検
討
会
」
を
開
催
し
、

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
を
実
施

す
る
際
に
必
要
な
費
用
に
つ

い
て
、
事
業
者
と
荷
主
企
業

で
共
通
認
識
の
形
成
を
促
す

た
め
の
手
引
策
定
に
向
け
て

審
議
し
た
。

　

同
日
は
、
主
要
な
費
用
構

成
と
そ
の
費
目
な
ど
を
整
理

し
て
提
示
。

　

具
体
的
に
は
、①
運
行
費

（
燃
料
・
油
脂
費
、修
理
費
、

タ
イ
ヤ
・
チ
ュ
ー
ブ
費
、
尿

素
水
費
な
ど
）、
②
車
両
費

（
車
両
の
減
価
償
却
費
ま
た

は
車
両
リ
ー
ス
料
）、
③
自

動
車
関
連
諸
税（
自
動
車
取

得
税
、
自
動
車
税
、
自
動
車

重
量
税
な
ど
）、
④
保
険
料

（
自
賠
責
保
険
料
、任
意
保
険

料
）、
⑤
運
転
者
人
件
費（
給

与
・
賞
与
、退
職
金
積
立
額
、

法
定
福
利
費
、福
利
厚
生
費
、

通
勤
費
等
諸
手
当
な
ど
）⑥

そ
の
他
運
送
費（
シ
ー
ト
・

ロ
ー
プ
、車
庫
、高
速
道
路
・

フ
ェ
リ
ー
料
金
な
ど
）、⑦
間

接
費（
一
般
管
理
費
、
施
設

費
、
事
故
処
理
費
、
租
税
公

　

東
京
運
輸
支
局
は
、５
月

か
ら
各
奇
数
月
に
、
平
成
30

年
度
整
備
管
理
者（
選
任
前
）

研
修
を
順
次
開
催
す
る
。
受

講
料
は
無
料
。

　

受
講
対
象
は
、
整
備
管
理

者
と
し
て
選
任
さ
れ
る
予
定

の
者（
過
去
に
同
研
修
を
受

講
し
た
こ
と
が
な
い
者
）。

自
動
車
整
備
士（
１
～
３
級
）

資
格
を
有
す
る
者
は
受
講
す

る
必
要
は
な
い
。

　
研
修
は
半
日
研
修
で
行
い
、

各
回
と
も
２
日
間
の
日
程
で
、

午
前
・
午
後
の
計
４
回
開

催
。
終
了
後
に
修
了
証
明
書

を
交
付
す
る
。
開
催
日
程
は

次
の
通
り
。

　
〈
研
修
日
程
〉

第
１
回
＝
５
月
９
・
10
日

第
２
回
＝
７
月
10
・
11
日

第
３
回
＝
９
月
11
・
12
日

第
４
回
＝
11
月
６・７
日

第
５
回
＝
31
年
１
月
９・10
日

第
６
回
＝
３
月
５
・６
日

　
〈
研
修
時
間
〉い
ず
れ
も

午
前
９
時
～
12
時
／
午
後
１

時
30
分
～
４
時
30
分

　
〈
定
員
〉１
回
当
た
り
最

大
66
人（
定
員
に
な
り
次
第
、

締
め
切
る
）

　
〈
会
場
〉い
ず
れ
も
東
京

運
輸
支
局
１
階
会
議
室（
品

川
区
東
大
井
１
の
12
の
17
）

　
〈
申
し
込
み
期
間
〉
各
開

催
月
の
前
月（
各
偶
数
月
）の

１
～
７
日（
例
え
ば
、５
月
・

第
１
回
研
修
の
申
し
込
み
期

間
は
４
月
１
～
７
日
）

　

※
受
講
申
込
書（
東
運
支

局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
能
）に
記
入
の

上
、Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
す
る

　
▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ

せ
先
＝
東
運
支
局
保
安
担
当

（
☎
03
・
３
４
５
８
・
９
２
３

７
、03
・
３
４
５
８
・
９
７
８

３
）

課
雑
費
な
ど
）

︱
と
整
理
。

　
国
交
省
は
昨

年
、
同
検
討
会

の
報
告
を
踏
ま
え
、
標
準
貨

物
自
動
車
運
送
約
款
な
ど
を

改
正
し
、
運
賃
と
料
金
を
別

立
て
収
受
す
べ
き
こ
と
を
明

確
化
し
た
。

　

同
検
討
会
で
は
、
こ
れ
に

続
く
適
正
収
受
方
策
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
も
の
で
、

適
正
収
受
に
向
け
た
環
境
整

備
と
し
て
、
運
送
に
必
要
な

費
用
構
成
や
主
要
費
用
の
標

準
的
水
準
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど

を
示
す
手
引
を
作
成
し
、
こ

れ
に
よ
り
、
事
業
者
と
荷
主

双
方
の
共
通
認
識
の
形
成
を

促
す
方
針
。

　

た
だ
運
送
費
用
は
、
事
業

規
模
や
運
送
形
態（
品
目
）

な
ど
に
よ
り
異
な
る
た
め
、

ど
の
よ
う
な
形
で
標
準
的
水

準
を
示
す
か
な
ど
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
る
。

配達・集荷時間変更など提案

荷主への協力呼びかけに重点

30
年
度 

２
月
は

１
２
２
に
上
昇

運
賃
指
数

Ｗ
ｅ
ｂ
Ｋ
Ｉ
Ｔ

政　府

今
春
に
行
動
計
画
策
定

輸
送
品
目
別
の
対
策
も

運
送
費
用
構
成
や
水
準

共
通
認
識
形
成
へ
手
引

国
交
省

適
正
運
賃
・
料
金
検
討
会

東 運 支 局

自
動
車
運
送
・
働
き
方
改
革
会
議

整備管理者研修
（ 選 任 前 ）

各奇数月に計６回

交
通
混
雑
緩
和
へ
Ｔ
Ｄ
Ｍ

東京五輪
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  1.  貨物自動車運送事業法関係  
問１　一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを
2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあた
っては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣
の許可を受けなければならない。
　2．一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消
しの日から1 年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業の許
可を受けることができない。
　3．国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、
その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適
切なものであること等、法令で定める許可の基準に適合していると認める
ときでなければ、その許可をしてはならない。
　4．一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更
しようとするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なけれ
ばならない。

問２　貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者（以下
「事業者」という。）の輸送の安全等についての次の記述のうち、誤ってい
るものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転
に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の
従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利
用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務
時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防
止するために必要な措置を講じなければならない。
　2．事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができ
ないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために
必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
　3．事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行う
ため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動
車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又
は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。
　4．事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行
の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければな
らない。

問３　次の記述のうち、貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなけ
ればならない業務として正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄
にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されてい
る事項以外は考慮しないものとする。

　1．法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確
認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並
びに国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと。
　2．法令に規定する「運行記録計」を管理し、及びその記録を保存する
こと。
　3．事業用自動車に係る事故が発生した場合には、法令の規定により「事
故の発生日時」等の所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること。
　4．運行管理規程を定め、かつ、その遵守について運行管理業務を補
助させるため選任した補助者及び運転者に対し指導及び監督を行うこと。

問４　貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の
際に報告を求め、及び確認を行うべき事項として、A、B、C に入るべき
字句を下の枠内の選択肢（1～ 6）から選び、解答用紙の該当する欄にマ
ークしなさい。

【乗務前点呼】
　（1）酒気帯びの有無
　（2） 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない

おそれの有無
　（3） A

【乗務後点呼】
　（1）乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
　（2）他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
　（3） B

【中間点呼】
　（1）酒気帯びの有無
　（2） C

　1．酒気帯びの有無
　2．乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
　3．他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
　4．貨物の積載状況
　5．道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
　6．疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない
　　　おそれの有無

問５　自動車事故に関する次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業
者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものを
すべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあ
たっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しよう
としたところ、積載していたコンテナの上部が橋桁に衝突した。この影響
で、2 時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。
　2．消防法に規定する危険物である灯油を積載した事業用のタンク車が、
運搬途中の片側1車線の一般道のカーブ路においてハンドル操作を誤り、
転覆し、積み荷の灯油の一部がタンクから漏えいする単独事故を引き起
こした。この事故で、当該自動車の運転者が軽傷を負った。
　3．事業用自動車が高速道路を走行中、前方に渋滞により乗用車が停
止していることに気づくのが遅れ、追突事故を引き起こした。この事故で、
乗用車に乗車していた 5 人が重傷（自動車事故報告規則で定める傷害の
ものをいう。以下同じ。）を負い、当該道路の通行が 3 時間禁止された。
　4．事業用自動車が信号のない交差点を通過しようとした際、交差す
る右方の道路から進行してきた二輪車を避けようとして、誤って前方の歩
道に乗り上げ、登校中の小学生の列に突っ込む事故を引き起こした。こ
の事故で、歩道を歩いていた小学生のうち、4 人が重傷、5 人が軽傷を
負った。

問６　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の過労運転
の防止についての法令の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを
1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあた
っては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業
員（以下「乗務員」という。）が有効に利用することができるように、休憩
に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあ
っては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、
及び保守しなければならない。
　2．事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動
車の運転者（以下「運転者」という。）を常時選任しておかなければならず、
この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、３カ月以内の期間
を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者（14 日を超えて引き続
き使用されるに至った者を除く。）であってはならない。
　3．事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合
であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれが
あるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置して
おかなければならない。
　4．特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送
に係る運行系統であって起点から終点までの距離が 100 キロメートルを
超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基
準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及
び監督を行わなければならない。

問７　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業用自動
車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に
対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わな
ければならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを１
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたって
は、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．事業者は、当該運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自
動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の
安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運
転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監
督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内
容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記
録を営業所において３年間保存しなければならない。
　2．事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通
大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の
運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安
全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、
当該適性診断の結果が判明した後１カ月以内に実施する。
　3．事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新た
に雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗
務する前３年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたこと
がない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、やむを得
ない事情がある場合は、初めて事業用自動車に乗務を開始した後３カ月
以内に実施する。
　4．事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任す
るために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全
運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等
により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか
否かを確認する。

問８　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の運行指示
書による指示等に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答
用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択
肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことが
できない乗務を含む運行ごとに、「運行の開始及び終了の地点及び日時」
等の所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動
車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させ
なければならない。
　2．事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行
の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた
場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運
転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指
示を行わなければならない。この場合、当該運転者が携行している運行
指示書への当該変更内容の記載を省略させることができる。
　3．事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事
業用自動車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うこ
とができない乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運
行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれによ
り当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければ
ならない。
　4．事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当
該運行指示書を、運行を計画した日から1 年間保存しなければならない。

　2．道路運送車両法関係
問９　道路運送車両法の自動車の登録等についての次の記述のうち、誤
っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないも
のとする。

　1．臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から 5 日以
内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納し
なければならない。
　2．登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し（整備又は
改造のために解体する場合を除く。）、又は自動車の用途を廃止したときは、
その事由があった日（使用済自動車の解体である場合には解体報告記録
がなされたことを知った日）から15 日以内に、当該自動車検査証を国土
交通大臣に返納しなければならない。
　3．登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法
の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車
検査証を返納したときは、その事由があった日から 30 日以内に、当該
自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について
国土交通大臣に届け出なければならない。
　4．自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があった
ときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15
日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

問10　自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各
選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効
な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備
え付けなければ、運行の用に供してはならない。
　2．自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送
車両法第 67条（自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査）
の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あ
らかじめ、その申請をしなければならない。
　3．国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車
の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けるこ
とができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自
動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示する
ことができる。
　4．自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査
証の有効期間の起算日が表示されている。

問11　道路運送車両法第46条に定める「保安基準の原則」についての
次の文中、A、B、C に入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　自動車の構造及び自動車の装置等に関する保安上又は A その他
の環境保全上の技術基準（「保安基準」という。）は、道路運送車両の構
造及び装置が B に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安
全であるとともに、通行人その他に C を与えないことを確保するもの
でなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車
の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであってはな
らない。

　4．労働基準法関係
問18　労働基準法（以下「法」という。）の定めに関する次の記述のうち、
誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。な
お、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しな
いものとする。
　1．使用者は、その雇入れの日から起算して 6 カ月間継続勤務し全労
働日の 8 割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 7 労働
日の有給休暇を与えなければならない。
　2．使用者は、労働時間が 6 時間を超える場合においては少くとも 45
分、8 時間を超える場合においては少くとも1 時間の休憩時間を労働時
間の途中に与えなければならない。
　3．使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働さ
せた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労
働時間又は労働日の賃金の計算額の 2 割 5 分以上 5 割以下の範囲内で
それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ
ならない。
　4．労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関す
る規定の適用については通算する。

問19　労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の
記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマー
クしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項
以外は考慮しないものとする。
　1．事業者は、常時使用する労働者（労働安全衛生規則（以下「規則」
という。）に定める深夜業を含む業務等に常時従事する労働者を除く。）に
対し、1 年以内ごとに 1 回、定期に、規則に定める項目について医師に
よる健康診断を行わなければならない。また、この健康診断の結果に基
づき、健康診断個人票を作成し、5 年間保存しなければならない。
　2．事業者は、健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見が
あると診断された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健
康を保持するために必要な措置について、規則で定めるところにより、医
師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
　3．事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者から請求があっ
た場合に限り、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、当該健
康診断の結果を通知するものとする。
　4．事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の
保持を考慮して規則第 52 条の 2 で定める要件に該当する労働者からの
申出があったときは、遅滞なく、当該労働者に対し、規則で定めるところ
により、医師による面接指導を行わなければならない。

問20　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物
自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の
文中、A、B、C、D に入るべき字句を次の枠内の選択肢（1～ 8）から選
び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　拘束時間は、1 カ月について A を超えないものとすること。ただし、
労使協定があるときは、1 年のうち B までは、1 年間についての拘
束時間が C を超えない範囲内において、 D まで延長することが
できる。

　1．293 時間　　 2．296 時間　　3．320 時間　　4．323 時間
　5．3,516 時間　 6．3,552 時間　 7．3カ月　         8．6カ月

問21　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物
自動車運送事業に従事する自動車運転者（以下「トラック運転者」という。）
の拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用
紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢
に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されて
いる時間をいい、休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間をいう。
　2．連続運転時間（1 回が連続 5 分以上で、かつ、合計が 30 分以上
の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。）は、4 時間を
超えないものとする。
　3．使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運
転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より
長くなるように努めるものとする。
　4．使用者は、トラック運転者（隔日勤務に就く運転者以外のもの。）
が同時に 1台の事業用自動車に 2 人以上乗務する場合（車両内に身体
を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。）においては、1
日についての最大拘束時間を 21 時間まで延長することができる。

問22　下図は、貨物自動車運送事業に従事する、自動車運転者の1 週
間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等
の改善のための基準」（以下「改善基準」という。）に定める拘束時間等に
関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄
にマークしなさい。ただし、すべて 1 人乗務の場合とする。なお、解答
にあたっては、下図に示された内容及び各選択肢に記載されている事項
以外は考慮しないものとする。

　1．1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反
する勤務はない。
　2．1日についての拘束時間が 15 時間を超えることができる1 週間に
ついての回数は、改善基準に違反していない。
　3．勤務終了後の休息期間は、改善基準に違反しているものはない。
　4．木曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1 週間の
勤務の中で拘束時間が最も短い。

問23　下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 4 週間
の運転時間の例を示したものである。図の空欄 A、B、C、D について、
次の選択肢 1～ 4 の運転時間の組み合わせを当てはめた場合、2 日を平
均し1日当たりの運転時間及び 2 週間を平均し1 週間当たりの運転時間
が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に違反せず、かつ、
当該 4 週間の運転時間の合計が最少となるものを1つ選び、解答用紙の
該当する欄にマークしなさい。なお、当該 4 週間の運転時間は 1人乗務
のものとする。

　5．実務上の知識及び能力
問24　点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙
の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマーク
しなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以
外は考慮しないものとする。
　1．乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコー
ル検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器
を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道
路交通法施行令で定める呼気 1リットル当たり 0.15ミリグラム以上であ
るか否かを判定するためである。
　2．配送業務である早朝の乗務前点呼において、これから乗務する運
転者の目が赤く眠そうな顔つきであったため、本人に報告を求めたところ、
連日、就寝が深夜 2 時頃と遅く寝不足気味ではあるが、何とか乗務は可
能であるとの申告があった。このため運行管理者は、当該運転者に対し
途中で眠気等があった時には、自らの判断で適宜、休憩を取るなどして
運行するよう指示し、出庫させた。
　3．運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、
対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終
了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫
が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない
場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、
その他の方法で行っている。
　4．乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することが
できるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者
又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライ
バシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横に注意喚起のマ
ークを付記するなどして、これを点呼において活用している。

問25　一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行
う指導・監督に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」
の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮し
ないものとする。
　1．他の自動車に追従して走行するときは、常に「秒」の意識をもって
自車の速度と制動距離（ブレーキが効きはじめてから止まるまでに走った
距離）に留意し、前車への追突の危険が発生した場合でも安全に停止で
きるよう、制動距離と同程度の車間距離を保って運転するよう指導してい
る。
　2．飲酒により体内に摂取されたアルコールを処理するために必要な時
間の目安については、例えばビール 500 ミリリットル（アルコール 5％）
の場合、概ね 4 時間とされている。事業者は、これを参考に個人差も考
慮して、体質的にお酒に弱い運転者のみを対象として、飲酒が運転に及
ぼす影響等について指導を行っている。
　3．平成 27 年中の交通事故死者数のうち、65 歳以上の高齢者の占め
る割合は、全体の 5 割を超えている。その中でも、道路を横断中の高
齢歩行者の死亡事故が特に多く発生していることから、歩道や路肩に高
齢歩行者を発見したときは、急に横断するかもしれないと考え、その動
静に注意を払って、万が一に備えた走行を行うよう運転者に対し指導して
いる。
　4．ある運転者が、昨年今年と連続で追突事故を起こしたので、運行
管理者は、ドライブレコーダーの映像等をもとに事故の原因を究明する
ため、専門的な知識及び技術を有する外部機関に事故分析を依頼し、
その結果に基づき運転者に指導した。

問26　事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処
に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切で
ないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあ
たっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．事業者は、運転者が医師の診察を受ける際は、自身が職業運転
者で勤務時間が不規則であることを伝え、薬を処方されたときは、服薬
のタイミングと運転に支障を及ぼす副作用の有無について確認するよう指
導している。
　2．事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務
づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断（人間ドックなど）であ
っても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健
診として代用することができる。
　3．事業者は、健康診断の結果、運転者に心疾患の前兆となる症状が
みられたので、当該運転者に医師の診断を受けさせた。その結果、医師
より「直ちに入院治療の必要はないが、より軽度な勤務において経過観
察することが必要」との所見が出されたが、繁忙期であったことから、
運行管理者の判断で従来と同様の乗務を続けさせた。
　4．漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群
（SAS）と呼ばれている病気がある。安全運転を確保するためには、こ
の病気の早期発見が重要であることから、事業者は、運転者に対し雇い
入れ時、その後は定期的に医療機器による SAS スクリーニング検査を実
施している。

問27　近年普及の進んできた安全運転支援装置等に関する次の文中、A、
B、C、D に入るべき字句を下の枠内の選択肢（1 ～ 6）から選び、解答
用紙の該当する欄にマークしなさい。
【A】は、走行車線を認識し、車線から逸脱した場合あるいは逸脱しそ
うになった場合には、運転者が車線中央に戻す操作をするよう警報が作
動する装置

　A　1．公害防止 2．事故防止
　B　1．衝撃 2．運行
　C　1．危害 2．影響

問12　道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての
次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄に
マークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている
事項以外は考慮しないものとする。

　1．「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、保存血液を販売
する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、救
急自動車、公共用応急作業自動車等の自動車及び国土交通大臣が定め
るその他の緊急の用に供する自動車をいう。
　2．自動車の軸重は、10トン（けん引自動車のうち告示で定めるものに
あっては、11.5トン）を超えてはならない。
　3．自動車（二輪自動車等を除く。）の空気入ゴムタイヤの接地部は滑り
止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の
全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部（サイピング、プラットフ
ォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。）のいずれの部分において
も1.4mm 以上の深さを有すること。
　4．貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が 7ト
ン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、
明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなけ
ればならない。

　3．道路交通法関係
問13　車両の交通方法等についての次の記述のうち、誤っているものを
1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあた
っては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合
において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、
若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、徐
行しなければならない。
　2．車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後
退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示
器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図
を継続しなければならない。（環状交差点における場合を除く。）
　3．車両は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当
該優先道路にある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に 30メー
トル以内の部分においては、他の車両（軽車両を除く。）を追い越すため、
進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
　4．追越しをしようとする車両（後車）は、その追い越されようとする車
両（前車）が他の自動車を追い越そうとしているときは、追越しを始めて
はならない。

問14　道路交通法に定める交差点等における通行方法についての次の
記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークし
なさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外
は考慮しないものとする。
　1．左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道
路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合
図をした場合においては、その後方にある車両は、いかなる場合であっ
ても当該合図をした車両の進路を妨げてはならない。
　2．車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から
進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断
する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行し
なければならない。
　3．車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過
する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者
がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止すること
ができるような速度で進行しなければならない。
　4．車両等（優先道路を通行している車両等を除く。）は、交通整理の
行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道
路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員
が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止し
なければならない。

問15　道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示
についての次の文中、A、B、C、D に入るべき字句としていずれか正し
いものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　車両の運転者が道路交通法第 66条（過労運転等の禁止）の規定に違
反して過労により A ができないおそれがある状態で車両を運転する
行為（以下「過労運転」という。）を当該車両の使用者（当該車両の運転
者であるものを除く。以下同じ。）の業務に関してした場合において、当該
過労運転に係る B が当該車両につき過労運転を防止するため必要な

C を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位
置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行
われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転
を防止するため D ことを指示することができる。

　A　1．運転の維持、継続 　　2．正常な運転
　B　 1．車両の使用者 　　2．車両の所有者
　C　1．運行の管理  　　2．労務の管理
　D　1．必要な施設等を整備する　　2．必要な措置をとる

問16　車両等の運転者の遵守事項等についての次の記述のうち、正しい
ものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答に
あたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているときは、
その側方を離れて走行し、車椅子の通行を妨げないようにしなければな
らない。
　2．車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが
通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないよ
うにしなければならない。
　3．停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進
するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合
においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければな
らないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の
変更を妨げてはならない。
　4．車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基
準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園
バス（専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用
する自動車で政令で定めるものをいう。）の側方を通過するときは、徐行
して安全を確認しなければならない。

問17　貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載（車
両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合
における当該積載。以下同じ。）についての次の記述のうち、誤っているも
のを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあ
たっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．積載物の高さは、3.8メートル（公安委員会が道路又は交通の状況
により支障がないと認めて定めるものにあっては 3.8メートル以上 4.1メ
ートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ）からその自動
車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
　2．車両（軽車両を除く。）の運転者は、当該車両について政令で定め
る乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超え
て乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
　3．警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車
を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷
主が当該違反行為を反複して行うおそれがあると認めるときは、内閣府
令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載によ
る運転をしてはならない旨を命ずることができる。
　4．自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、
道路交通法第57条（乗車又は積載の制限等）第 1 項の規定に違反して政
令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載を
して運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすること
を容認してはならない。

【B】は、レーダー等により先行車との距離を常に検出し、追突の危険
性が高まったら、まずは警報し、運転者にブレーキ操作を促し、それで
もブレーキ操作をせず、追突、若しくは追突の可能性が高いと車両が判
断した場合において、システムにより自動的にブレーキをかけ、衝突時の
速度を低く抑える装置
【C】は、急なハンドル操作や積雪がある路面の走行などを原因とした
横転の危険を、運転者へ警告するとともに、エンジン出力やブレーキ力
を制御し、横転の危険を軽減させる装置
【D】は、交通事故やニアミスなどにより急停止等の衝撃を受けると、そ
の前後の映像とともに、加速度等の走行データを記録する装置（常時記
録の機器もある。）
　1．衝突被害軽減ブレーキ 2．映像記録型ドライブレコーダー
　3．ふらつき注意喚起装置 4．車線逸脱警報装置
　5．デジタル式運行記録計 6．車両安定性制御装置

問28　交通事故及び緊急事態が発生した場合における運行管理者又は
事業用自動車の運転者の措置に関する次の記述のうち、適切なものには
解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄
にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されてい
る事項以外は考慮しないものとする。
　1．大型トラックに荷物を積載して運送中の運転者から、営業所の運
行管理者に対し「現在走行している地域の天候が急変し、雪が強く降り
はじめた。視界も悪くなってきたので、一時運転を中断している。」との
連絡があった。連絡を受けた運行管理者は、「営業所では判断できない
ので、運行する経路を運転者自ら判断し、また、運行することが困難な
状況に至った場合は、適当な待避場所を見つけて運転者自らの判断で運
送の中断等を行うこと」を指示した。
　2．運転者は、中型トラックで走行中にオートバイと接触事故を起こし
た。オートバイの運転者が足を負傷し自力で動けなかったので、当該運
転者を救護するため歩道に移動させた。その後、双方の事故車両を道
路脇に移動させ、発炎筒を使用して後続車に注意を促すとともに、救急
車の手配と警察への通報を行い、運行管理者に連絡し、到着した警察
官に事故について報告した。
　3．運転者が大型トラックを運転して踏切を通過中、後輪が脱輪して
運行不能となった。このため、当該運転者は、直ちに踏切支障報知装置
の非常ボタンを押すとともに、発炎筒を使用して列車の運転士等に踏切
内において当該トラックが運行不能となっていることを知らせた。その後、
当該トラックを踏切の外に移動させるための措置を講じた。
　4．事業用自動車の運転者が運転中、交差点内で接触事故を起こした。
当方及び相手方の運転者にけがはなく、双方の自動車の損傷も軽微なも
のであった。相手方の運転者との話し合いの結果、事故はお互いの過失
によるものであることから、自動車の修理費用についてはお互いが自己負
担することとし、警察官には事故の報告をしないことにした。

問29　運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり4
日にわたる 2 人乗務による運行計画を立てた。この 2 人乗務を必要とし
た根拠についての次の1～ 3 の下線部の運行管理者の判断について、正
しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、＜4 日にわたる運行計画＞に記載されている事項以
外は考慮しないものとする。

　1．1人乗務とした場合、1日についての最大拘束時間及び休息期間が
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善基準」
という。）に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
　2．1 人乗務とした場合、すべての日を特定の日とした場合の 2 日を平
均して 1日当たりの運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運
行には交替運転者を配置した。
　3．1 人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準に違反すると判断
して、当該運行には交替運転者を配置した。

問30　貨物自動車運送事業者において、次の概
要のような事故が発生し、運行管理者はこの事
故原因を下記の【事故の原因分析】のとおり「な
ぜなぜ分析」を行った。この分析結果をもとに導
かれた「事故の原因」に基づき、社内の同種事
故を防止するためにより直接的に有効な再発防
止策として表中の A、B、C に当てはまるものを、
【考えられる再発防止策】の中からそれぞれい
ずれか 1つ選び、解答用紙の該当する欄にマー
クしなさい。なお、解答にあたっては、【事故概要】
及び【事故の原因分析】に記載されている事項
以外は考慮しないものとする。

【事故概要】
　貨物自動車運送事業者の運転者は、青信号
で交差点に進入し、左折しようとしたところ、電
柱の影から飛び出してきた歩行者と衝突し、重
傷を負わせた。
・事故発生：21 時
・天候：雨
・ 運転者は、不慣れな車高の高い新型トラック

を運転していた。
・ 運転者は、新人でこの地域の地理に慣れてお

らず、地図を確認しながら運転していた。
・ 運転者は、混雑のため、指示された運行時間

に大幅に遅れて走行していた。
・歩行者は、雨のため傘をさしていた。

【考えられる再発防止策】
A　1． 事業用自動車の運転者は、多様な地理的・気象的状況下での運転を余儀な

くされることから、運行経路、交通状況等を事前に把握させるとともに、そ
れらの状況下における運転方法について、新人教育を含め適切に指導する。

　　2． 事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差及び制動距離等は車両ごとに異
なることから、これらを十分に把握せずに運転したことに起因する交通事故
やヒヤリ・ハットの事例を用いて、新人の運転者に対し、自動車の構造上の
特性を把握することを含め安全運転について適切に指導する。

B　 1． 運行中の遅延、トラブル等の発生を考慮した対応マニュアルを作成し、これ
を確実に実施できる体制を整備するとともに、運転者等に周知・徹底する。

　　2．常に「安全運転」が最優先であることをあらためて運転者に徹底する。

C　1． 事故惹起運転者に対し、適性診断結果を活用して、本人の運転上の弱点に
ついて助言・指導を徹底することにより、安全運転のための基本動作を励行
させる。

　　2． 適性診断結果の評価の低い事故惹起運転者については、特別な指導を行う
ことなく、当分の間運転業務から外して、他の業務を行わせる。

運行管理者
試験問題

第 2 回平成29年度

・問題は、1ページから30ページまでの30問です。
・答えを記入する際は、各問題の設問の指示に従い解答して下さい。
・なお、解答にあたっては、各問及び各選択肢に記載された事項以 
  外は、考慮しないものとして下さい。
・また、設問で求める数と異なる数の解答をしたもの、及び複数の 
  解答を求める問題で一部不正解のものは、正解としません。

           ※問題文は原文のまま掲載しています。     正答は２面に掲載

3月4日実施
貨 物
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日 時    ２月16日（金）  17 時 03分頃発生（晴天）
場 所 品川区内（区道）

当事者
    自動二輪車（男性61歳 死亡）
          × 自家用普通乗用車（男性60歳代前半、駐車車両）
          × 事業用大型貨物車（男性40歳代前半）

順番は過失の軽重を示すものではありません

状  況

概  要
区道を走行中の自動二輪車が何らかの理由で転
倒滑走後、前方に駐車中の自家用普通乗用車と衝
突。さらにその後、右車線から左車線へ進路変更
を行っていた事業用大型貨物車と衝突したもの。

◎進路変更を行う際は、進行先前後の状況への注意
　を怠らないこと‼

ト
ラ
ッ
ク
事
故
速
報

　

東
京
都
環
境
局
は

２
月
23
日
、
千
代
田

区
の
Ｔ
Ｋ
Ｐ
ガ
ー
デ

ン
シ
テ
ィ
竹
橋
で
、
平
成
29

年
度
の「
貨
物
輸
送
評
価
制

度
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
、

約
１
５
０
人
が
参
加
し
た
。

セ
ミ
ナ
ー
で
は
エ
コ
ド
ラ
イ

ブ
推
進
に
関
す
る
基
調
講
演

な
ど
に
加
え
、25
年
度
の
制

度
開
始
か
ら
、５
年
連
続
で

評
価
を
取
得
し
た
事
業
者
の

表
彰
が
行
わ
れ
た
。

　

冒
頭
、
都
環
境
局
の
松
永

竜
太
環
境
改
善
部
長
が
あ
い

さ
つ
し
、「
評
価
事
業
者
は

て
運
転
能
力
に
も
好
影
響
の

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
」
と
題
し
て

基
調
講
演
。
運
転
者
が
エ
コ

ド
ラ
イ
ブ
の
実
践
効
果
に
気

付
く
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に

燃
費
改
善
や
安
全
性
の
向
上

が
図
れ
る
と
し
た
。

　

続
い
て
、
東
ト
協
の
佐
久

間
恒
好
副
会
長（
環
境
委
員

長
）が
、
グ
リ
ー
ン
・
エ
コ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
Ｇ
Ｅ
Ｐ
）の

取
り
組
み
に
つ
い
て
発
表
。

実
施
11
年
間
の
Ｃ
Ｏ
２
削
減

量
は
約
13
万
㌧
に
上
り
、
交

通
事
故
も
平
均
28
・
８
％
低

減
し
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
成

果
を
紹
介
し
た
。

　

ま
た
、
都
環
境
局
の
千
田

敏
環
境
改
善
部
自
動
車
環
境

課
長
が
、
貨
物
輸
送
評
価
制

度
に
よ
る
５
年
間
の
成
果
と

し
て
、
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
約

６
・
８
万
㌧
削
減
し
た
こ
と

な
ど
を
説
明
。そ
の
上
で
さ

ら
に
取
り
組
み
を
促
進
す
る

た
め
、
荷
主
団
体
に
評
価
事

業
者
の
優
先
的
な
利
用
を
働

き
か
け
る
と
と
も
に
、
連
続

評
価
取
得
の
事
業
者
に
対
す

る
表
彰
制
度
を
創
設
し
た
こ

と
を
紹
介
し
た
。

　

こ
の
後
、５
年
連
続
評
価

取
得
の
１
１
８
社
を
発
表

し
、
優
秀
事
業
者
86
社
と
、

特
に
高
い
評
価
を
継
続
取
得

の
32
社
を
最
優
秀
事
業
者
と

し
て
表
彰
。
受
賞
者
の
代
表

と
し
て
、
最
優
秀
表
彰
の
エ

ス
エ
イ
ロ
ジ
テ
ム
の
斎
藤
彰

悟
代
表
取
締
役
に
対
し
、
松

永
部
長
が
小
池
百
合
子
都
知

事
名
の
認
定
書
を
授
与
し
た
。

　
各
受
賞
事
業
者
に
は
都
知

事
名
の
認
定
書
が
贈
ら
れ
た

ほ
か
、５
年
連
続
評
価
取
得

を
示
す
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
使
用

が
認
め
ら
れ
る
。

　

引
き
続
き
、
最
優
秀
事
業

者
の
エ
ス
エ
イ
ロ
ジ
テ
ム
・

斎
藤
代
表
取
締
役
と
、
優
秀

事
業
者
の
エ
ム
・
エ
ス
サ
ー

ビ
ス
の
植
益
正
芳
代
表
取
締

役
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
社
の
取

り
組
み
を
発
表
し
た
。

　
厚
生
労
働
省
の
労
働
政
策

審
議
会
は
２
月
19
日
、
第
13

次
労
働
災
害
防
止
計
画（
案
）

に
つ
い
て
、
加
藤
勝
信
大
臣

に
対
し「
妥
当
」
と
答
申
し

た
。
厚
労
省
は
同
答
申
を
踏

ま
え
て
、
第
13
次
労
災
防
止

計
画
を
策
定
し
推
進
す
る
。

　
13
次
計
画
の
対
象
期
間
は

平
成
30
年
度
か
ら
５
年
間
。

計
画
目
標（
全
体
）は
34
年

ま
で
に
、29
年
比
で
死
亡
災

害
を
15
％
以
上
、
死
傷
災
害

を
５
％
以
上
減
少
さ
せ
る
こ

と
を
目
指
す
。

　

重
点
業
種
の
目
標
と
し

て
、
陸
上
貨
物
運
送（
ト
ラ

ッ
ク
運
送
）
事
業
な
ど
で

は
、
死
傷
者
数
に
つ
い
て

死
傷
年
千
人
率
で
５
％

以
上
の
減
少
と
す
る
。

　

対
策
の
重
点
事
項
は
、

①
死
亡
災
害
の
撲
滅
を
目

指
し
た
対
策
の
推
進
、
②

過
労
死
等
の
防
止
な
ど
労

働
者
の
健
康
確
保
対
策
の

推
進
、
③
就
業
構
造
の
変

化
お
よ
び
働
き
方
の
多
様
化

に
対
応
し
た
対
策
の
推
進
、

④
疾
病
を
抱
え
る
労
働
者
の

健
康
確
保
対
策
の
推
進
︱

な
ど
８
項
目
と
す
る
。

　
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
に
お

け
る
対
策
と
し
て
は
、
労
災

の
約
７
割
が

荷
役
作
業
時

に
起
き
て
い

る
こ
と
か
ら
、

「
荷
役
作
業

に
お
け
る
安

全
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
に
基

づ
き
、
陸
上

貨
物
運
送
事

業
労
働
災
害

防
止
協
会
と

連
携
し
、
安

全
対
策
の
徹
底
を
図
る
。
ま

た
、
荷
役
作
業
に
従
事
す
る

労
働
者
に
対
す
る
安
全
衛
生

教
育
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。

　

加
え
て
、
国
土
交
通
省
と

連
携
し
、
荷
主
事
業
者
に
対

し
、
長
時
間
の
荷
待
ち
時
間

削
減
や
荷
役
施
設
・
設
備
の

改
善
な
ど
に
つ
い
て
支
援
を

要
請
す
る
。

　

交
通
労
災
対
策
と
し
て

は
、
運
行
管
理
者
講
習
に
際

し
て
、
国
交
省
と
連
携
し
、

　

警
察
庁
の
交

通
事
故
統
計
に

よ
る
と
、
１
月

の
事
業
用
貨
物

自
動
車
・
第
一
当
事
者
の
死

亡
事
故
件
数（
軽
貨
物
車
を

除
く
）は
24
件
で
、
前
年
同

月
比
６
件（
33・
３
％
）増
加

　全日本トラック協会青年部会（山本明徹
部会長）は２月22日、新宿区の京王プラザ
ホテルで平成29年度全国大会を開催し、全
国の青年経営者727人が参加した。
　大会は「変革への挑戦」をテーマに開催。
第１部の研修会では冒頭、山本部会長や須
藤弘三副会長、来賓の自民党青年局の田野
瀬太道団体部長などがあいさつ。この後、
今年度の部会活動報告に続き、「働き方改
革と生産性向上について～長時間労働抑
制に向けて」をテーマに、取り組み事例の
発表やパネルディスカッションが行われた。
　なお、第２部では交流会が催された。

当
初
の
２
・

５
倍
に
増
え

て
い
る
。
さ

ら
に
拡
大
を

目
指
し
て
い

き
た
い
」
と

述
べ
た
。

　
セ
ミ
ナ
ー

で
は
ま
ず
、

芝
浦
工
業
大

学
工
学
部
の

春
日
伸
予
教

授
が「
環
境

・
安
全
そ
し

労
災
防
止
の
た
め
の
教
育
を

推
進
。
あ
わ
せ
て
健
康
起
因

に
よ
る
交
通
労
災
防
止
の
観

点
か
ら
、
事
業
者
に
よ
る
適

切
な
健
康
確
保
対
策
の
推
進

に
向
け
た
方
策
を
検
討
す
る
。

し
た
。
車
種
別
に
み
る
と
、大

型
車
が
12
件
で
同
２
件
、
中

型・
準
中
型・
普
通
の
３
車
種

合
計
で
は
12
件
で
同
４
件
そ

れ
ぞ
れ
増
加
。
こ
れ
ら
の
内

数
で
あ
る
ト
レ
ー
ラ
は
前
年

同
月
と
同
数
の
２
件
だ
っ
た
。

　
29
年
の
事
業
用
貨
物
車
に

よ
る
死
亡
事
故
件
数
は
２
７

０
件
で
、前
年
比
12
件（
４
・

７
％
）
増
加
し
た
が
、
１
月

も
前
年
同
月
を
上
回
る
状
況

に
あ
る
だ
け
に
、
改
め
て
事

故
防
止
の
徹
底
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

貨物輸送評価制度セミナー ５
年
連
続
評
価
１
１
８
社
を
表
彰

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
効
果
紹
介

東京都

第
13
次 

労
災
防
止
計
画
案

死亡15％・死傷５％
以上の減少目標に

全 ト 協  青 年 部 会
29年度 全国大会

働
き
方
改
革
や
生
産
性

向
上
を
テ
ー
マ
に
討
議

事業用貨物車
死亡事故件数

１
月
24
件
と
６
件
増

厚
労
省
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持続可能なＧＥＰ体制に
参加メリット高め拡大へ
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16
日　
組
織
整
備
特
別
委
員

会
作
業
部
会
▽
都
庁
・
区

役
所
専
門
部
会
研
修
会
▽

グ
リ
ー
ン
・
エ
コ
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
セ
ミ
ナ
ー

17
日　
運
行
管
理
者
試
験
事

前
講
習
会

19
日　
女
性
部
正
副
本
部
長

会
議
▽
正
副
会
長
会

20
日　
海
上
コ
ン
テ
ナ
専
門

部
会
定
例
役
員
会
▽
同
東

京
港
周
辺
道
路
に
お
け
る

ゴ
ミ
投
棄
撲
滅
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
▽
支
部
輸
送
相
談
員

研
修
会　

21
日　
女
性
部
一
日
研
修
見

学
会
▽
物
流
経
営
士
課
程

▽
出
版
・
印
刷
・
製
本
・

取
次
専
門
部
会
役
員
会

22
日　
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
の
た
め
の
人
材
確
保
セ

ミ
ナ
ー
▽
適
正
化
指
導
委

16
日
㈮　
13
時
30
分
＝
広
報・

情
報
委
員
会（
東
ト
総
合

会
館
）▼
15
時
30
分
＝
物

流
経
営
士
研
修
会（
同
）▼

17
時
10
分
＝
同
交
流
会（
同
）

19
日
㈪　

正
午
＝
正
副
会
長

会（
東
ト
総
合
会
館
）▼
13

時
30
分
＝
常
任
理
事
会

（
同
）

26
日
㈪　
13
時
30
分
＝
適
正

化
事
業
実
施
機
関
評
議
委

員
会（
東
ト
総
合
会
館
）▼

15
時
30
分
＝
ロ
ジ
研
オ
ー

プ
ン
物
流
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
同
）

員
会
▽
交
付
金
事
業
実
施

計
画
案
検
討
委
員
会

23
日　
集
合
指
導

24
日　
運
行
管
理
者
試
験
事

前
講
習
会
▽
東
京
都
毛
利

備
蓄
倉
庫
運
用
訓
練

26
日　
事
務
局
部
長
会
▽
関

ト
協
海
上
コ
ン
テ
ナ
部
会

正
副
部
会
長
・
監
事
合
同

会
議

27
日　
関
東
地
方
整
備
局
と

関
東
・
甲
信
越
重
量
部
会

27
日
㈫　
17
時
＝
青
年
部
研

修
会（
東
ト
総
合
会
館
）▼

18
時
55
分
＝
同
交
流
会

（
同
）

29
日
㈭ 

正
午
＝
正
副
会
長

会（
東
ト
総
合
会
館
）▼
13

時
30
分
＝
理
事
会（
同
）

【
多
摩
支
部
】

　

◆
株
式
会
社
ド
リ
ー
ム

＝
八
王
子
市
元
八
王
子
町

２
の
３
３
６
５
の
６
▽
☎

０
４
２・６
６
４・６
２
７
１

▽
一
般
貨
物
運
送（
普
通
車

19
台
）

正
副
部
会
長
と
の
意
見
交

換
会
▽
総
務
委
員
会
▽
常

任
理
事
会

28
日　
物
流
経
営
士
課
程
▽

会
員
増
強
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

▽
東
ト
協
ベ
ス
ト
ド
ラ
イ

バ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
事
業
検

討
小
委
員
会
▽
近
代
化
基

金
運
営
委
員
会
▽
フ
ェ
ス

タ
実
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議

【
3
月
16
〜
31
日
】

【
2
月
16
〜
28
日
】

　
東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
環

境
委
員
会（
佐
久
間
恒
好
委

員
長
）は
３
月
６
日
、
東
ト

総
合
会
館
で
平
成
29
年
度
第

５
回
委
員
会
を
開
催
し
、「
未

来
型
グ
リ
ー
ン
・
エ
コ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト（
Ｇ
Ｅ
Ｐ
）」展
開

を
は
じ
め
と
し
た
、30
年
度

環
境
対
策
事
業
計
画
案
な
ど

を
審
議
・
承
認
し
た
。

　

同
日
は
ま
ず
、
今
年
度
の

Ｇ
Ｅ
Ｐ
活
動
状
況
を
は
じ

め
、
環
境
対
策
事
業
の
進
捗

状
況
な
ど
に
関
し
て
報
告
。

　

Ｇ
Ｅ
Ｐ
の
参
加
事
業
者

（
３
月
５
日
時
点
）は
６
４
８

社
で
、
参
加
車
両
は
都
内
・

都
外
ナ
ン
バ
ー
を
合
わ
せ
て

２
万
２
８
９
台
と
、
昨
年
12

月
の
集
計
時
点
よ
り
33
台
増

加
し
て
い
る
。

　

同
委
で
は
今
年
度
、
Ｇ
Ｅ

Ｐ
の
さ
ら
な
る
拡
大・
発
展

を
図
る
た
め
、
将
来
的
に
も

持
続
可
能
な
推
進
体
制
の
構

築
に
つ
い
て
検
討
。
そ
の
結

果
、「
未
来
型
Ｇ
Ｅ
Ｐ
」の
推

進
体
制
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

全
額
補
助
し
て
き
た
参
加
費

用
に
つ
い
て
一
部
を
参
加
者

負
担
が
必
要
と
す
る
一
方
で
、

参
加
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス

向
上
を
図
る
方
針
を
確
認
。

　

一
部
負
担
案
と
し
て
は
、

参
加
車
両
１
台
当
た
り
２
０

０
円
を
予
定
。
東
ト
協
は
３

月
29
日
開
催
の
理
事
会
で
、

来
年
度
事
業
計
画
・
予
算
案

を
審
議
す
る
が
、

そ
の
一
環
と
し
て

承
認
を
受
け
た
上

で
実
施
す
る
。

　
Ｇ
Ｅ
Ｐ
参
加
費

は
当
初
、
補
助
し

て
い
な
か
っ
た
が
、

そ
の
後
、
一
部
、

全
額
へ
と
補
助
を

拡
充
し
、
こ
れ
に

伴
い
環
境
対
策
基

金
を
取
り
崩
し
事

業
費
に
充
当
し
て

き
た
。
し
か
し
、

来
年
度
に
は
同
基

　
東
ト
協
は
全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
協
会
と
共
催
で
２
月
22

日
、
東
ト
総
合
会
館
で
平
成

29
年
度「
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
者
の
た
め
の
人
材
確
保
セ

ミ
ナ
ー
」を
開
催
し
た
。

　

冒
頭
、
鈴
木
健
之
副
会
長

（
経
営
教
育
委
員
長
）が
あ

い
さ
つ
。「
業
界
で
は
運
賃
・

料
金
の
適
正
収
受
や
、
運
送

取
引
の
適
正
化
に
向

け
た
取
り
組
み
を
進

め
て
い
る
。
厳
し
い

状
況
に
あ
る
が
、
人

材
不
足
を
は
じ
め
、

問
題
の
改
善
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
き
た

い
」と
述
べ
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

コ
ヤ
マ
経
営
の
小
山

雅
敬
代
表
取
締
役
が

講
演
。
深
刻
化
す
る

運
転
者
不
足
の
実
態

を
説
明
し
た
上
で
、

費
用
が
か
か
ら
な
い

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
活

　

東
ト
協
女
性
部（
原
玲
子

本
部
長
）は
２
月
21
日
、
平

成
29
年
度「
一
日
研
修
見
学

会
」
を
実
施
し
、
サ
ン
リ
オ

の
物
流
施
設

と
佐
川
急
便

用
な
ど
、
効
果
的
な
人
材
募

集
の
方
法
に
つ
い
て
紹
介
。

ま
た
求
人
票
に
は
、
仕
事
内

容
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
制
度

な
ど
を
よ
り
具
体
的
に
記
載

し
た
方
が
応
募
が
増
え
る
と

指
摘
し
た
。

　

そ
の
上
で
、
新
卒
者
を
は

じ
め
、
女
性
や
高
齢
者
の
雇

用
促
進
を
図
る
た
め
の
求

人
・
採
用
・
育
成
方
法
や
、

な
ど
に
よ
り
、
参
加
者
に
対

す
る
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
図

り
、
さ
ら
に
参
加
メ
リ
ッ
ト

を
高
め
る
方
針
だ
。

　

同
日
は
、
こ
う
し
た
Ｇ
Ｅ

Ｐ
推
進
活
動
事
業
を
は
じ

め
、環
境
対
策
対
応
推
進
事

業
や
環
境
改
善
促
進
事
業（
低

公
害
化
促
進
事
業
の
名
称
変

更
）を
柱
と
し
た
、来
年
度
事

業
計
画
案
に
つ
い
て
審
議
・

承
認
し
た
。

　

佐
久
間
委
員
長
は
、
将
来

的
に
も
持
続
可
能
な「
未
来

型
Ｇ
Ｅ
Ｐ
」
推
進
体
制
の
構

築
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て

改
め
て
説
明
し
、
理
解
と
協

力
を
求
め
た
。

来年度から一部費用負担

金
が
枯
渇
す
る
見
通
し
の
た

め
、
事
業
体
制
を
見
直
す
こ

と
に
し
た
。

　

参
加
費
の
一
部
負
担
分

（
約
４
０
０
０
万
円
）に
つ
い

て
は
来
年
度
か
ら
５
年
間
、

環
境
対
策
基
金
に
積
み
増
す

方
針
。
こ
れ
に
よ
り
５
年
後

に
は
同
基
金
を
５
億
円
程
度

ま
で
造
成
し
、
Ｇ
Ｅ
Ｐ
を
中

心
と
し
て
今
後
の
環
境
対
策

に
活
用
す
る
。

　
あ
わ
せ
て
参
加
者
に
一
部

負
担
を
求
め
る
こ
と
に
伴

い
、
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
に

よ
る
各
種
デ
ー
タ（
燃
費
デ

ー
タ
な
ど
）
提
供
や
セ
ミ
ナ

ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
、

東
京
都「
貨
物
輸
送
評
価
制

度
」評
価
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
、

各
種
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
措
置

　

東
ト
協
は
、
今
年
の
第
19

期
物
流
経
営
士
課
程
受
講
生

の
募
集
に
先
立
ち
、
現
在
開

講
中
の
第
18
期
課
程
の
講
義

見
学（
受
講
体
験
）を
実
施

す
る
。

　
同
課
程
の
講
義
内
容
に
つ

い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲

覧
可
能
だ
が
、

実
際
に
ど
の
よ

う
な
講
義
が
行

わ
れ
て
い
る
か

な
ど
に
つ
い
て
、
具
体
的
に

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、
講

義
見
学
を
実
施
し
て
い
る
も

の
。
受
講
料
は
無
料
。

　
東
ト
協
で
は
将
来
の
物
流

業
界
を
担
う
人
材
育
成
に
向

け
て
、
経
営
幹
部
に
必
要
な

物
流
や
企
業
経
営
に
関
す
る

専
門
知
識
・
技
術
な
ど
を
修

得
で
き
る
実
践
的
な
講
座
と

し
て
毎
年
、
同
課
程
を
開
講

し
て
い
る
。
な
お
、
第
19
期

課
程
受
講
生
は
８
月
か
ら
募

集
す
る
予
定
。

　
講
義
見
学
の
募
集
要
領
は

次
の
通
り
。

　
〈
対
象
講
座
〉
営
業
管
理

／
４
月
４
日
▽
財
務
会
計
／

４
月
11
日
▽
顧
客
契
約
管
理

／
４
月
18
日
▽
自
社
計
画
の

策
定（
補
講
）
／
５
月
23
日

▽
労
務
管
理
／
６
月
13
日

　

※
な
お
、
体
験
時
間
は
講

義
開
始
か
ら
１
時
間

　
〈
場
所
〉
東
ト
総
合
会
館

６
階
研
修
室

　
〈
対
象
〉
会
員
事
業
者
の

経
営
者
・
管
理
者
・
社
員

　
〈
定
員
〉１
科
目
５
人（
原

則
１
人
１
科
目
）

　
〈
申
し
込
み
期
限
〉３
月
23

日（
先
着
順
、
定
員
に
な
り

次
第
、締
め
切
る
）

　

申
し
込
み
は「
講
義
見
学

申
込
書
」
に
記
入
の
上
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
送
信
す
る
。

　
▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ

せ
先
＝
東
ト
協
教
育
研
修
部

（
☎
03
・
３
３
５
９・４
１
３

７
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
03
・
３
３
５
９

・
６
０
２
０
）

人
材
が
定
着
す
る
た
め
の
職

場
環
境
整
備
の
ポ
イ
ン
ト
に

つ
い
て
説
明
。
賃
金
体
系
な

ど
労
働
条
件
や
人
事
・
労
務

管
理
の
改
善
、
教
育
の
充
実

な
ど
を
図
る
こ
と
が
重
要
と

し
、
そ
の
た
め
の
取
り
組
み

を
呼
び
か
け
た
。　

の
研
修
施
設
を
見
学
し
た
。

　

同
日
は
ま
ず
、
サ
ン
リ
オ

の
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー（
町
田
市
）を

訪
れ
、
物
流
施
設
の
概
要
な

ど
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た

後
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス

テ
ム
や
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
に
よ

る
、
ピ
ッ
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

と
在
庫
管
理
シ
ス
テ
ム
な
ど

を
見
学
し
た
。

　

こ
の
後
、
佐
川

急
便
の
綾
瀬
研
修

セ
ン
タ
ー（
綾
瀬

市
）を
訪
問
。
同

セ
ン
タ
ー
の
施
設

概
要
や
安
全
運
転

の
取
り
組
み
な
ど

に
つ
い
て
説
明
を

受
け
た
後
、
研
修

施
設
を
見
学
し
た
。

申
し
込
み
期
間

３
月
23
日
ま
で

女
性
部  
一
日
研
修
見
学
会

東 

ト 

協

環
境
委
員
会

物
流
経
営
士
課
程

講
義
見
学
を
募
集
中

効
果
的
人
材
募
集

セ
ミ
ナ
ー
で
学
ぶ

東ト協
全ト協

サ
ン
リ
オ
物
流
施
設
な
ど
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以
上
の
高
齢
者
が
ド
ラ
イ

バ
ー
と
し
て
存
在
す
る
、

今
日
的
課
題
に
真
正
面
か

ら
取
り
組
ん
だ
貴
重
な
読

み
物
で
あ
る
◆
労
働
力
不

足
の
、
最
た
る
職
種
の
運

送
業
で
は
あ
る
が
、
残
念

な
が
ら
、
高
齢
者
を
社
員

に
迎
え
入
れ
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
を

め
ぐ
る
問
題
の
根
源
を
探

る
と
、
そ
こ
に
は
、
ド
ラ

イ
バ
ー
が
持
つ
共
通
的
課

題
が
あ
る
◆
本
書
は
３
人

の
専
門
執
筆
者
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
専
門
分
野
の
項

目
が
書
か
れ
て
い
る
。「
社

会
問
題
と
し
て
の
高
齢
ド

ラ
イ
バ
ー
」
を
所
正
文
立

正
大
学
教
授
、「
高
齢
ド
ラ

イ
バ
ー
の
認
知
機
能
」
を

小
長
谷
陽
子
認
知
症
介
護

研
究・研
修
大
府
セ
ン
タ
ー

研
究
部
長
、「
身
体
的
問
題

と
自
動
運
転
技
術
」
を
伊

藤
安
海
山
梨
大
学
准
教
授

が
執
筆
し
て
い
る
◆
昨
年

の
運
転
免
許
返
納
は
25
万

件
以
上（
75
歳
以
上
）に

上
り
、
年
々
高
齢
者
の
返

納
率
は
上
が
っ
て
い
る
。

い
ざ
事
故
と
な
る
と
、
大

変
な
こ
と
に
な
る
と
の
自

覚
が
浸
透
し
て
き
た
か
ら

だ
ろ
う
◆
高
齢
者
で
な

い
プ
ロ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
と

て
、
日
常
的
に
公
道
を
走

る
以
上
は「
油
断
大
敵
」

で
あ
る
。
久
々
に
手
軽
な

専
門
書
が
出
た
。
お
勧
め

の
一
書
で
あ
る
。

　
最
新
刊
の
文

春
新
書
と
し
て

『
高
齢
ド
ラ
イ

バ
ー
』
が
出
版

さ
れ
た
。
65
歳
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第59回

まちかど写真家 筑峯  総太

　

昨
年
３
月
12
日
の
準
中
型
免

許
施
行
か
ら
、１
年
を
経
過
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

　

警
察
庁
に
よ
る
と
、昨
年
７
月

末
現
在
の
準
中
型
免
許
取
得
人

数
は
全
国
で
２
６
３
１
人
。
東

京
が
２
２
７
人
、
大
阪
１
９
９

人
、埼
玉
１
９
６
人
と
続
く
。
１

０
０
人
を
超
え
る
の
は
北
海
道
・

千
葉
・
神
奈
川
・
愛
知
の
７
都

道
府
県
に
す
ぎ
な
い
。
ト
ラ
ッ

ク
業
界
は
即
戦
力
に
つ
な
が
る

と
期
待
し
て
い
た
が
、厳
し
い
現

状
で
あ
る
。

　

一
方
で
、今
や
普
通
免
許
の
う

ち
、Ａ
Ｔ
車
限
定
の
割
合
が
半
数

を
超
え
て
い
る
。
日
本
自
動
車

販
売
協
会
連
合
会（
日
販
連
）に

よ
る
と
、平
成
28
年
の
国
内
販
売

自
動
車
台
数
の
98
・
４
％
を
Ａ
T

車
が
占
め
、
こ
こ
数
年
、
こ
の
割

合
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、も

は
や
М
Ｔ
車
は
い
ら
な
い
、と
い

う
意
思
表
示
な
の
か
？

　

準
中
型
免
許
が
伸
び
悩
む
要

因
に
、ま
ず
は
若
年
層
の
認
識
不

足
が
挙
げ
ら
れ
る
。
早
い
話
が

知
ら
な
い
わ
け
だ
。
知
っ
て
い

た
と
し
て
も
、普
通
免
許
と
比
べ

て
、講
義
・
教
習
時
限
数
が
多
い

こ
と
か
ら
、授
業
料
の
高
さ
も
弊

害
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

あ
る
県
の
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が

県
内
の
工
業
系
高
校
の
生
徒
を

対
象
に
、準
中
型
免
許
に
関
す
る

実
態
や
意
向
な
ど
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査（
２
１
９
８
人
が
回
答
）

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、免
許
取
得
率

は
７
％
、「
い
ず
れ
取
り
た
い
」が

80
・
２
％
を
占
め
て
い
る
。

　

目
的
は「
生
活
に
必
要
」
が

67
・
８
％
、「
就
職
の
た
め
」
が

30
・
２
％
で
、「
車
が
好
き
」と
い

う
の
は
18
・
２
％
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
準
中
型
免
許
は「
知
ら
な
い
」

が
39
・
１
％
で
最
も
多
く
、「
よ

く
知
っ
て
い
る
」（
７
・
８
％
）と

「
知
っ
て
い
る
」（
30
・
４
％
）を

合
わ
せ
て
も
４
割
弱
に
と
ど
ま

る
。

　

ト
ラ
ッ
ク
そ
の
も
の
の
認
識

と
裏
返
し
の
様
相
に
、若
年
層
は

も
と
よ
り
、低
年
齢
層
ま
で
下
げ

た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
は
な

い
か
。

準中型免許施行から1年
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ス
ペ
イ
ン
と
い
う
国
は
不
思

議
な
国
で
、
多
く
の
異
才
・
鬼

才
・
狂
才
を
輩
出
し
て
き
た
。

「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
セ
ル

バ
ン
テ
ス
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ

ズ
ム
の
ダ
リ
、「
サ
グ
ラ
ダ
・

フ
ァ
ミ
リ
ア
」の
ガ
ウ
デ
イ
…

…
。

　

し
か
し
、「
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の

絵
画
に
は
、
エ
ル
・
グ
レ
コ
の

よ
う
な
宗
教
的
情
熱
も
、
ゴ
ヤ

の
よ
う
な
時
代
の
波
動
と
個
人

史
を
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
さ
せ
た

ド
ラ
マ
や
悲
劇
性
も
、
ま
た
ピ

カ
ソ
の
よ
う
な
破
壊
と
再
創
造

の
爆
発
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
見

い
だ
せ
な
い
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の

絵
画
は
、
常
に
平
明
に
し
て
簡

潔
、
平
凡
か
つ
日
常
的
で
、
卑

近
な
が
ら
、
そ
の
根
底
に
は
聖

俗
を
超
え
た
人
間
の
高
貴
な
厳

粛
さ
を
宿
し
て
い
る
。」（
大
高

保
二
郎
氏
）

　

開
催
中
の「
プ
ラ
ド
美
術
館

展
」の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、

《
ベ
ラ
ス
ケ
ス
７
点
が
一
挙
来

日
、こ
れ
は
事
件
で
す
。》

　
１
２
０
点
し
か
残
っ
て
い
な

い
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
作
品
の
４

割
を
収
蔵
し
て
い
る
プ
ラ
ド
に

し
て
も
、
国
宝
級
の
７
点
を
貸

し
出
す
と
は
、
確
か
に
事
件
か

も
し
れ
な
い
。

　 　　
デ
ィ
エ
ゴ・ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、

１
５
９
９
年
、
ス
ペ
イ
ン
南
部

の
セ
ビ
リ
ア
で
生
ま
れ
た
。
６

年
間
の
修
行
の
後
、
18
歳
で
宗

教
画
家
と
な
っ
た
。
19
歳
で
絵

画
の
師
、
パ
チ
ェ
ー
コ
の
娘
フ

ア
ナ
と
結
婚
。
翌
年
、
長
女
の

フ
ラ
ン
シ
ス
カ
が
生
ま
れ
る
。

こ
の
と
き
描
い
た
絵
が『
東
方

三
博
士
の
礼
拝
』で
あ
る
。

　
誕
生
し
た
ば
か
り
の
幼
な
子

イ
エ
ス
を
祝
福
し
て
、３
人
の

博
士
が
贈
り
物
を
持
っ
て
く

る
、お
決
ま
り
の
図
柄
。
だ
が
、

幼
な
子
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

フ
ラ
ン
シ
ス
カ
、
抱
い
て
い
る

聖
母
は
妻
フ
ア
ナ
。
そ
し
て
、

ひ
ざ
ま
づ
い
て
贈
り
物
を
捧
げ

て
い
る
若
い
男
は
、
自
分
自
身

が
モ
デ
ル
だ
と
い
う
。
後
ろ
に

は
師
で
岳
父
の
パ
チ
ェ
ー
コ
も

い
る
。

　
幼
な
子
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
は
聡

明
で
可
愛
く
、
聖
母
役
の
フ
ア

ナ
は
慎
ま
し
く
美
し
く
、
青
年

デ
ィ
エ
ゴ
の
得
意
と
、
瑞
々
し

い
幸
福
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
、
フ
ェ
リ
ペ ディエゴ・ベラスケス『東方三博士の礼拝』１６１９年（同展のカタログより）

４
世
の
王
室
付
き
の
画
家
と

な
る
の
は
23
歳
の
時
で
あ
る
。

宮
廷
画
家
と
い
っ
て
も
、
当
時

の
地
位
は
宮
廷
理
髪
師
と
同

格
だ
っ
た
が
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は

フ
ェ
リ
ペ
４
世
か
ら
特
別
待
遇

を
受
け
、
私
室
取
次
係
、
宮
廷

警
吏
、
王
室
衣
装
係
な
ど
の
役

職
が
与
え
ら
れ
た
。

　

１
６
２
９
年
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス

が
イ
タ
リ
ア
遊
学
旅
行
中
に
、

王
太
子
バ
ル
タ
サ
ー
ル
が
生
ま

れ
た
。
フ
ェ
リ
ペ
４
世
は
、
ベ

ラ
ス
ケ
ス
だ
け
に
肖
像
画
を
描

か
せ
よ
う
と
帰
国
を
待
っ
て
い

た
と
い
う
。今
回
展
の
目
玉
の
、

大
作『
王
太
子
バ
ル
タ
サ
ー
ル・

カ
ル
ロ
ス
騎
馬
像
』は
１
６
３

５
年
、
王
太
子
６
歳
の
時
の
作

だ
。

　

王
の
寵
愛
を
受
け
な
が
ら
、

バ
ル
タ
サ
ー
ル
は
16
歳
で
死
ぬ
。

　

１
６
４
９
年
、
２
度
目
の
イ

タ
リ
ア
遊
学
は
２
年
を
超
え

た
。王
は
再
三
帰
国
を
促
す
が
、

ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
翌
年
の
春
ま
で

帰
っ
て
こ
な
い
。
実
は
こ
の
と

き
、
イ
タ
リ
ア
女
性
と
の
間
に

一
子
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ベ
ラ

ス
ケ
ス
は
50
歳
だ
っ
た
。

　

唯
一
の
魅
惑
的
な
裸
体
画

『
鏡
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』は
、こ
の

と
き
の
女
性
が
モ
デ
ル
で
、
イ

タ
リ
ア
滞
在
中
の
作
で
は
な
い

か
、と
想
像
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
あ
と
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は

61
歳
で
死
を
迎
え
る
ま
で
に
、

『
ラ
ス
・
メ
ニ
ー
ナ
ス
』
な
ど

20
点（
現
存
は
10
点
）を
描
い
た
。

【プラド美術館展―ベラスケ
スと絵画の栄光】
会場：上野・国立西洋美術館
／５月27日まで（月曜休館、
ただし３月26日、４月30日の
各月曜は開館）／観覧料：一
般１,６００円、大学生１,２０
０円、高校生８００円、中学
生以下無料／問い合わせ☎
03-5777-8600

ベラスケスの栄光と生涯
日
本
・
ス
ペ
イ
ン
外
交
関
係
樹
立
１
５
０
周
年
記
念

《
プ
ラ
ド
美
術
館
展
》


